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じ
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0物品
・
労
働
力
の
入
手
形
態

②
貨幣
と
物
価

む
す
び
に
か
え
て

［論
文
要旨
］

　本
稿
で
は
、
ま
ず
長
屋
王
家
木
簡
を
素
材
に
し
て
、
長
屋
王
家
で
消
費
さ
れ
た
物
資
や
労
働
力
の
　
　
　
　
次
い
で
、
米
や
布
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
「
商
品
」
・
「
貨
幣
」
と
し
て
の
流
通
の
様
相
を
分
析

入
手
形
態
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
直
轄
地
の
経
営
、
邸
内
で
の
生
産
、
運
輸
活
動
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
　
　
　
　
し
た
。
長
屋
王
家
木
簡
の
時
期
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
展
開
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
た
結
果
、

に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
局
面
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
交
換
経
済
　
　
　
　
そ
れ
ら
が
商
品
ま
た
は
貨
幣
と
し
て
都
市
を
中
心
に
流
通
す
る
上
で
、
労
働
の
た
め
に
給
付
す
る
財

に

依存
す
る
部
面
が
意
外
に
大
き
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
巨
大
な
家
産
経
済
の
消
費
を
　
　
　
　
源
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
ま
た
、
雇
傭
労
働
の
功
直
の

支
え
る
ヒ
で
、
自
給
自
足
的
な
物
資
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
　
　
　
　
時
期
的
変
化
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
と
米
価
と
の
相
関
関
係
を
調
べ
た
結
果
、
当
時
の
都
市
社
会
に
お

に
必
要
な
労
働
力
は
、
長
屋
王
家
直
属
の
諸
階
層
の
労
働
力
の
み
で
な
く
、
広
く
外
部
の
雇
傭
労
働
　
　
　
　
い
て
、
両
者
に
一
種
の
市
場
的
交
換
関
係
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

力
に
依
存
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
労
働
の
場
と
し
て
邸
内
・
邸
外
い
ず
れ
に
も
指
摘
で
き
る
重
　
　
　
　
う
な
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
都
市
民
を
対
象
と
し
た
米
価
政
策
が
現
れ
て
く
る
背
景
と
し
て
考

要
な
特
色
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
財
源
も
、
米
あ
る
い
は
銭
や
布
な
ど
の
「
貨
幣
」
が
広
く
用
い
ら
　
　
　
　
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

れ
て

い
た
。
ま
た
、
手
工
業
製
品
を
中
心
に
、
邸
内
で
の
生
産
品
と
は
別
に
購
入
に
よ
っ
て
入
手
し

た
物
品
も
若
干
み
ら
れ
る
一
方
、
「
店
」
な
ど
を
通
し
て
酒
食
の
販
売
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
推

測
さ
れ
て
お
り
、
交
易
活
動
が
家
産
経
済
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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は
じ
め
に

　
長
屋
王

家
木
簡
は
大
き
く
分
け
れ
ば
、
食
米
等
の
請
求
・
支
給
に
関
わ
る
い
わ
ゆ

る
伝
票
木
簡
、
食
料
を
中
心
と
す
る
物
品
の
輸
納
に
関
わ
る
荷
札
や
物
品
進
上
状
、

そ
の
他
家
政
運
営
の
指
示
に
関
わ
る
文
書
木
簡
等
か
ら
な
る
。
こ
の
よ
う
な
木
簡
か

ら
、
長
屋
王
家
で
消
費
さ
れ
た
物
品
や
労
働
力
を
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た
か
を
整
理

し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
こ
こ
に
表
示
し
た
も
の
は
木
簡
に
表
れ
る
部
分
の
み
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
中
で
も
入
手
形
態
を
知
り
う
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
と
い
う
限
界
が

あ
る
が
、
以
下
こ
れ
に
基
づ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　

こ
れ
を
み
れ
ば
、
物
品
の
種
類
・
税
目
な
ど
と
入
手
形
態
と
の
対
応
を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
生
鮮
食
料
品
の
う
ち
、
魚
介
類
は
諸
国
か
ら
調
雑
物
や

賛
・
交
易
品
と
し
て
荷
札
を
付
け
て
貢
納
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
疏
菜
類
は
専
ら
直

営
の

御
薗
か
ら
進
上
状
に
よ
っ
て
送
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
米
に
つ
い
て
は
、

春
米

（白
米
）
や
庸
米
と
し
て
荷
札
を
付
け
て
諸
国
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
も
の
と
、

直
営
の
御
田
か
ら
進
上
状
を
付
し
て
送
ら
れ
て
く
る
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
は
後
に

述
べ
る
よ
う
に
長
屋
王
一
家
に
供
さ
れ
る
米
と
し
て
の
性
格
が
前
面
に
出
て
い
る
点

に
特
徴
が
あ
る
。
一
方
、
手
工
業
産
品
は
、
邸
内
で
生
産
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
購

入

に
よ
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。

　
労
働
力
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
邸
内
で
使
役
さ
れ
る
事
務
的
・
技
術
的
労
働
力
や
補

助
労
働
力
、
雑
役
労
働
力
が
あ
る
。
邸
外
で
は
、
輸
送
に
関
わ
る
労
働
力
（
駄
、
車

を
使
用
す
る
も
の
も
含
む
）
、
御
田
・
御
薗
等
の
直
営
地
の
労
働
力
が
存
在
す
る
。

労
働
力
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
長
屋
王
家
に
比
較
的
固
定
的
に
従
属
す
る
労
働
力
と

臨
時
的
に
使
役
さ
れ
る
労
働
力
が
あ
る
が
、
雑
役
で
は
邸
内
外
共
に
雇
傭
労
働
力
の

占
め
る
比
重
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上

は
表
1
を
概
観
し
た
ご
く
大
ま
か
な
傾
向
で
あ
る
が
、
0
で
は
こ
の
よ
う
な

長
屋
王
家
の
消
費
が
当
時
の
社
会
・
経
済
の
中
で
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、

物
品
・
労
働
力
の
入
手
形
態
に
つ
い
て
更
に
詳
細
に
分
析
し
て
み
た
い
。
ま
た
②
で

は
、
奈
良
時
代
初
期
の
貨
幣
（
物
品
貨
幣
を
含
む
）
と
物
価
の
実
態
が
長
屋
王
家
木

簡
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
部
分
が
大
き
い
こ
と
に
鑑
み
、
当
時
の
物
品
・
労
働

力
の
流
通
状
況
に
つ
い
て
、
後
の
展
開
を
も
見
通
し
て
、
都
市
的
消
費
の
形
成
と
い

う
視
点
か
ら
論
究
し
た
い
。
な
お
、
長
屋
王
家
の
荷
札
に
み
ら
れ
る
諸
国
か
ら
の
貢

納
物
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
詳
論
し
た
の
で
〔
櫛
木
一
九
九
九
b
〕
、
こ
こ
で

は

特

に
考
察
の
対
象
と
は
し
な
い
。

0
物
品
・
労
働
力
の
入
手
形
態

ω
直
轄
地
で
の
生
産
と
労
働
力

　
長
屋
王
家
の

直
轄
地
の
一
つ
で
あ
る
木
上
か
ら
の
進
上
米
に
つ
い
て
は
、
福
原
栄

太
郎
氏
の

論
考
が
あ
る
〔
福
原
一
九
九
五
〕
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
木
上
の
米
は
三
斗

を
単
位
と
し
て
、
主
に
脾
と
考
え
ら
れ
る
女
性
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
用
途
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
↑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
）

「
大
御
（
飯
）
米
」
（
2
7
－
6
）
「
御
飯
米
」
（
1
珊
）
「
御
食
米
」
（
2
3
－
6
）
な
ど
と
呼
ば

れ

た
よ
う
に
、
主
と
し
て
長
屋
王
一
家
の
た
め
に
消
費
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い

る
。
輸
納
月
を
み
れ
ば
、
木
簡
か
ら
知
ら
れ
る
だ
け
で
も
五
月
、
七
月
、
九
月
、

一
〇

月
、
一
一
月
、
閏
（
二
）
月
、
＝
一
月
な
ど
に
わ
た
っ
て
お
り
、
収
穫
期
後

に
「
括
し
て
運
ば
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
少
量
ず
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヨ
　

の
輸
納
に
対
応
し
て
、
現
地
に
「
大
御
飯
米
倉
」
（
　
2
H
n
　
1
）
の
よ
う
な
収
納
施
設
が

あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
長
屋
王
家
の
こ
の
よ
う
な
米
の
消
費
と
輸
納
の
形
態
は
、
福
原
氏
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
天
皇
に
対
す
る
供
御
米
と
し
て
令
制
官
田
の
米
が
あ
て
ら
れ
た
の
と
対
応
し

て

い

る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
主
人
な
い
し
そ
の
周
辺
の
消
費
物
資
は
、
直
接
経

営
に
よ
っ
て
特
別
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
指
向
性
が
み
ら
れ
、
家
産
制
的
な
消
費
と

輸
納
の
対
応
関
係
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
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疏
菜
に
つ
い
て
も
、
供
御
料
的
な
も
の
に
限
定
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
長

屋
王
家
の
消
費
に
対
応
し
て
直
轄
地
か
ら
の
輸
納
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
御
薗

か

ら
の
進
上
状
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
長
屋
王
家
木
簡
で
は
疏
菜
類

の
京
内
で
の
購
入
が
「
若
翁
御
瓜
」
（
2
5
－
陛
）
の
一
点
を
除
い
て
み
ら
れ
な
い
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
比
較
の
た
め
に
、
栄
原
永
遠
男
氏
の
作
成
し
た
東
西
市
で
の
売
買

物
品
表
（
表
2
）
を
参
照
す
れ
ば
、
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
し
た
よ
う
に
、
奈
良
時
代
の
市

で

の

購
入

品
目
に
は
疏
菜
類
が
多
数
み
ら
れ
る
。
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
表
の
元
に

な
っ
た
の
は
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
写
経
所
な
ど
の
天
平
期
以
降
の
事
例
が
大
部
分

を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
時
期
の
違
い
、
な
い
し
は
消
費
の
場
の
違
い
が
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
写
経
所
な
ど
は
、

中
央
官
司
の
現
物
支
給
体
制
の
外
に
あ
る
ゆ
え
に
流
通
経
済
へ
の
依
存
度
が
高
い
と

い
う
指
摘
〔
吉
田
一
九
八
三
〕
が
想
起
さ
れ
る
。
長
屋
王
家
の
場
合
も
同
じ
く
国
家

の

現
物
支
給
体
制
の
外
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
ち
ら
の
方
は
王
権
の
中
枢
に
近
い
家
産

機
関
と
し
て
、
自
給
へ
の
指
向
性
が
強
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
長
屋
王
家
木
簡
と
も
う
一
つ
比
較
し
た
い
の
が
、
二
条
大
路
木
簡
で
あ
る
。
二
条

大
路
木
簡
の
直
轄
地
生
産
物
と
交
易
入
手
物
を
示
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
が
、
長
屋

王

家
木
簡
と
似
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。
但
し
、
下
線
部
の
よ
う
に
、
京
内
交
易
入

手
品
に
疏
菜
・
果
物
類
が
若
干
み
ら
れ
る
点
が
長
屋
王
家
木
簡
と
や
や
異
な
っ
て
い

る
。
二
条
大
路
木
簡
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
光
明
皇
后
の
皇
后
宮
、
藤
原
麻
呂
の
家

政
機
関
に
関
す
る
も
の
を
主
体
と
し
〔
渡
辺
一
九
九
五
b
〕
、
時
期
的
に
は
、
天
平

七

（七
三

五
）
～
八
年
頃
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
〔
渡
辺
’
九
九
五
a
〕
。
長
屋

王
家
木
簡
と
二
条
大
路
木
簡
と
で
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
消
費
の
あ
り
方
は
、
国
家

と
の
関
係
で
は
濃
淡
は
あ
る
が
、
と
も
に
政
権
中
枢
に
近
い
家
産
制
的
機
関
に
関
わ

る
も
の
で
あ
り
、
直
轄
地
生
産
物
の
消
費
な
ど
は
似
た
側
面
を
も
つ
。
た
だ
、
疏
菜

の

京
内
交
易
入
手
の
度
合
い
が
、
少
し
の
差
で
は
あ
る
が
異
な
る
こ
と
に
仮
に
意
味

を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
疏
菜
の
都
市
的
消
費
の
拡
大
と
い
う
時
期
的
な
差
を
反
映
し

て

い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
長
屋
王
家
木
簡
に
は
一
点
、
二
条
大
路
木
簡
に
は
二
点
、
現
地
の
薗
な
ど

で

の

交
易
入
手
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
長
屋
王
家
に
つ
い
て
い
え
ば
、
片
岡
か
ら
阿

射
美
（
葡
）
、
布
々
伎
（
蕗
）
を
一
束
二
文
で
交
易
進
上
し
た
こ
と
を
示
す
木
簡
が

あ
る
（
1
㎜
）
。
片
岡
か
ら
進
上
さ
れ
た
疏
菜
に
は
、
木
簡
に
表
れ
た
限
り
で
は
阿
射

美

（葡
）
、
布
々
伎
（
蕗
）
が
み
え
な
い
の
で
、
こ
の
薗
で
は
直
接
栽
培
し
て
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
周
辺
か
ら
購
入
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
疏
菜
の
交
易
入
手
も
部
分
的
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
長
屋
王
家
で
は
京
内
の
市

な
ど
で
は
な
く
、
現
地
で
購
入
し
て
い
た
。
な
お
明
証
は
な
い
が
、
逆
の
ケ
ー
ス
、

す
な
わ
ち
長
屋
王
家
の
薗
の
余
剰
品
が
周
辺
に
売
却
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
次

に
、
以
上
の
よ
う
な
家
産
制
的
消
費
に
対
応
し
た
直
接
経
営
の
特
質
を
、
労
働

力
の
消
費
や
労
働
力
へ
の
給
付
の
あ
り
方
、
言
い
換
え
れ
ば
労
働
力
編
成
の
面
か
ら

み
て

み

る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
、
長
屋
王
家
の
直
轄
地
経
営
に
つ
い
て
は
、

令
制
官
田
経
営
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
淵
源
と
し
て
畿
内
の
ミ
ヤ

ケ
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
〔
舘
野
一
九
九
．
一
、
森
、
九
九
八
〕
、
こ
こ
で

は

労
働
力
と
そ
れ
に
対
す
る
給
付
の
あ
り
方
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
を
深
め
て
み
た

い
。

　
労
働

力
と
し
て
は
、
表
1
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
雇
傭
労
働
力
が
広
範
に
用
い
ら

れ
、
支
払
い
が
常
布
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題

が

あ
る
。
一
つ
は
、
官
田
経
営
で
は
国
衙
公
権
を
も
っ
て
樒
丁
を
使
役
し
た
と
み
ら

れ

る
点
と
の
相
違
、
一
つ
は
支
払
い
手
段
と
し
て
稲
で
は
な
く
常
布
が
用
い
ら
れ
て

い

る
意
味
で
あ
る
。

　
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
木
簡
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

　

　
・
御
田
人
七
口
　
魚
給

　
　
・
　
　
　
三
月
十
六
日
口
口
（
2
7
－
1
3
）

　
御
田
人
へ
の
魚
の
支
給
が
三
月
一
六
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
次
の
い
わ
ゆ
る
「
魚

酒
の

格
」
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
。
周
知
の
史
料
で
あ
る
が
、
延
暦
九
年
（
七
九

〇
）
四
月
一
六
日
官
符
（
『
類
聚
三
代
格
』
）
を
挙
げ
て
お
く
。
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表1　長屋王家で消費された物と労働力

〈諸国貢納物〉（原則として輸貢地を記すものに限る）

〔現物入手品（輸貢地記載略）〕

米、橋米、塩、小麦、菱子、栗、呉桃子

海松、軍布、加自米、海藻

荒堅魚、小堅魚、腹、年魚、阿遅、鰯、鯛、螺、細螺

鮒鮨、酢年魚、煮塩年魚、貝酢御蟄、蛤蛎脂、鯛醤

鹿薦、干宍、猪薦纏、雑膳

黒葛、漆、鉄、荏油、曼椒油

庸布（885）

　〔交易入手品〕

1伊勢税司交易海藻、滑海藻（207、銭・常布）

1住吉郡交易進賛塩染阿遅（21－29）

1丹波国何鹿郡高津里交易賭賛（438）

1美嚢郡吉川里（樹）（北宮交易、23－14）

1□乃交易遣布（165、端布、美濃？）

1志婆郡交易布（25－21）

1交易塩（25－22）

交易御商（布？）（28－43）

1若翁御物交易糸・布（161、京内交易の可能性も）

　〔運搬労働力〕

1駄（備前国春米）（28－4）

← 1持丁（438）

O
一

　　　　　　　　　　　　　〈邸内製作品〉

染色、裁縫、綿、紙、写経、絵画、仏像、幡

矢、弓、大刀、鞘

鍛造製品（銅・銀他）、鋳造製品、鐘盤

机、椅、琴、その他木工品

木履、要帯、沓、障子、籠

土師器、盆、奈閉、気（笥）

薦、褥、羅、鞍、革製品、金漆

酒、牛乳

馬

造作

　〔技術労働力〕※帳内は除く

1染女、縫殿女、紙師、峡師、経師、装演、書法模人、書法作人、画師、画写人

1矢作、大刀造、御鞘作、御弓造兵舎人、絃刺衛士

・鍛師、銀銅打、鋳物師、鍍盤師、銅造（手人）

1机作、椅作工、琴作工、擁櫨師

木履作人、要帯師、要帯造人、沓縫、障子作人、籠作（衛士）

1土師女、鏡造女、奈閉作、気作

1薦縫、褥縫、羅縫、背替縫、御鞍具人、皮作、須保ヨ、革油高家、金漆人

1牛乳煎人

1馬甘、馬曳、馬作医

1工、雇工

　〔雑役労働力・補助労働力〕

1春女、春人、楮取遣雇人、柏取雇人、御竈木取、葛取使雇人、薪取使雇人

i軽櫨木切雇人、大宮石運雇人、須理作雇人、馬司（草持）雇人、掃部雇人

1右京職雇民

1宇太借子

1奴碑、今奴脾、仕丁（立丁、廟丁）、帳内、政人、少子

〈京内交易入手品〉（但し交易場所を明記しないものは京外の可能性もある。）

市？→買米（985）cf．米交易（161、3342）

西店→近志呂（25－26）

店物→飯・酒（21－29、27－14）※11月4・5・6・8日分、ほぼ連日販売？

※以下交易場所を明記しないもの。

　食（価食銭＝50文、1791）

　朱沙・金青・白青（142、153）

　布（1端＝38文、215）

　完、栗、釘、柏、薪（銭、28－45）

　餐、油杯、奈閉（58物10文、1723）

〔運輸労働力〕

米運功常布＝10常内4常は「車借用」（1786）

車借人（21－23）車長（21－36）車庸（25－17）

功車賃（1088）車一輪右京人…（25－17）

大宮石（運）雇人（317）、米運雇人（27－12）

屏風持雇人、俵運雇人（25－31）

竹野王子山寺遣雇人（1829）

河内絹持雇人（21－23）

酒・菜・海藻・筥塩荷持（21－28）

薪運廟、草運人（25－15）

醤鯛（23－7）

若翁大御弓、餐（銭、1848）

若翁御瓜（直米、25－10）、御杯物（直米、6）、薪（直米、312、21－19、1840）

土形（？）、藻湯、豹皮、麻裳、薄幡、麦縄（27－15、1785）

蹴（28－36）沓（28－37）

牛（1頭＝38文、463）

道路行種々味物賑等（交易料銭、23－6）

〔宮・寺造営・維持労働力〕

都祁宮造雇人（28－9）

都廊仕丁（1797）

春日宮造役人（25－12）

春（日宮帳）内（2446）

寺（造）人功（464）

［瞑
製
頻
娯
∪
東
渓
e
騒
用
魍
略
】

　〔現物入手品〕

佐保→生葺

片岡→蓮葉、青、桃、交菜、奴奈波

〈直轄地生産物〉

1〔交易入手品〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1片岡→阿射美・布々伎

木上→御飯米、供養分米、焼米、竹、阿支比、棄　　1（1743、1束＝2文）

　　　嬬米、交（菜）、葡、蘇良（自）

広瀬？→御綜

山背御薗→青、大根、交菜、古自、茄子、比由

　　　　　知佐、竹子、布々支（蕗）、阿佐美、志伊

　　　　　椒

大庭御園→青菜

耳梨御田→芹、智佐、古自、河（阿？）夫毘、処里

矢口→意比

炭焼処？→炭

都祁氷室→氷

肩野津→米？（27－6）

不明→阿布比、糟漬毛瓜韓奈須比、醤漬毛瓜・名我、草奈須美、余貴、柑、竹

　　　葡、蘇良、交菜

〔現地労働力〕

（片岡）御薗作人功（21－9）

1山背御田芸人功＝36常（160）

1山背御田10町佃人功（25－26）

1山背御薗造雇人40人（1710）

〔運搬労働力〕

持人（男女）

1駄＋丁（179）

1刈草人1人（1日）50束：功20人分＝布3常（1719）　　←1氷運搬駄（功銭）・丁（25－26）

1都祁遣雇人（23－9）

渋川御田侍奴（23－6）

1処々田苅功＝250常（23－5）

1薗作雇人（21－10、25－15）

1御薗将作人功（21－10）

・cf．薗（遣）雇人（21－11）

1山処：雇人に給う食物なき故、急ぎ処分を乞う（1715）

1山口御田作人食米・塩（21－11）

御田人7口魚給（27－13）

1佐貴里田（力？）五口（27－13）

※特に注目されるもののみ（）内に典拠を記した。単に207などと記すものは『平城京木簡』1・2の木簡番号。21－29などと記すものは『平城宮発掘調査出土木簡概報』21号29頁のこと。以下同じ。

】
目
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A 平安京東西市の塵 B　奈良時代の購入物品

東　市 西　市 東　市 西　市 東西市の両方もしくはいずれか不明

菓子 菓子 干柿子、粟子、桃子、梨、葉

士
弥
干魚 干魚 腹

生魚 生魚

細螺

海菜 布乃利 布乃利、凝海菜、生古毛

末醤 末醤 末醤

糖 糖 糖

食 堅魚

料
大根

青菜

大根

青菜
品 茄子 茄子 茄子、草茄

水葱 水葱 水葱

瓜 菰 菰

生墓 生墓

大豆 大豆、小豆

奈 奈

葦 莚
円 円

生菜 疽、芥子、芋、山蘭、筋、柏、積尊、茸、楡皮、売我、

酢

丹

珠

玉 瑠璃玉

そ 薬
香

薬

の 漆

他
染草

馬

染草

牛

炭 炭 炭

（真木灰） 薪、松、箸竹、白青、（白檀・紫檀）

※（）内は正倉院文書以外の史料による事例

※〔栄原1992〕105～108頁の表を改変。
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［長屋王家の消費と流通経済］・一櫛木謙周

表2　東西市における売買物品

A 平安京東西市の塵 B　奈良時代の購入物品

東　市 西　市 東　市 西　市 東西市の両方もしくはいずれか不明

東施 施、五色施 施

羅

糸 糸 糸

錦 錦綾

撲頭 撲頭

巾子

縫衣 縫衣

帯 帯幡
繊 紆 綜

維 布 調布 布

苧 苧柄
製

木綿

品 絹 絹

綿

紗 紗

橡吊

裾

麻

続麻

雑染

綺

櫛 櫛

針 針

沓 木履
菲 菲 扉 扉

筆 筆 筆

墨 墨 墨

蓑笠

土器 盆、塙、壼 陶椀、陶片杯、陶美杯、陶塩杯、陶佐良、盆、塙
太刀 （横刀）

手 弓

笠則
工

兵具 （槍）

業 鞍橋

製
鞍褥

鞭

品 鐙

障泥

鰍

鉄井金器 小刀、押釘 番鉄

錬 錬

木器 麻笥、折櫃 明櫃、折櫃、麻笥、杓、（漆器）

紙 紙 紙

簾 薙

俵薦 俵薦、折薦、前薦、席
軸 竹箒、袴

油 油 胡麻油 胡麻油
米 米 白米、黒米 米 白米、黒米、嬬米

食 麦 小麦 小麦

料
塩

醤

塩 塩

荒醤

塩

醤

品 索餅 索餅 索餅 索餅

心太 心太 心太

海藻 海藻 海藻 海藻
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応
・
禁
ヨ
断
喫
二
田
夫
魚
酒
一
事

　
右
、
被
・
右
大
臣
宣
一
儒
、
奉
　
・
勅
、
凡
制
魚
酒
一
之
状
、
頻
年
行
下
巳
詑
。

　
如
聞
、
頃
者
畿
内
国
司
不
・
遵
二
格
旨
↓
曽
無
二
禁
制
⇔
因
・
弦
、
殿
富
之
人
多

　
蓄
魚
酒
↓
既
楽
二
産
業
之
易
・
就
、
貧
窮
之
輩
僅
弁
二
疏
食
へ
還
憂
・
播
殖
之

　
難
’
成
。
是
以
、
貧
富
共
競
掲
己
家
資
べ
喫
・
彼
田
夫
⇔
百
姓
之
弊
、
莫
・
甚

於
斯
㊤
於
・
事
商
量
、
深
乖
・
道
理
迫
（
以
下
略
）

こ
こ
に
み
え
る
股
富
の
人
が
田
夫
に
与
え
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
魚
酒
」

の
う
ち
、
特
に
「
魚
」
は
単
に
高
価
な
非
日
常
的
支
給
物
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る

の

で

は
な
く
、
現
実
に
給
付
物
と
し
て
耕
作
労
働
者
に
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
木

簡
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。
田
植
え
等
の
多
数
の
労
働
力
調
達
に
魚
酒
を
給
す
る
意
義

に
つ
い
て
は
、
様
々
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
「
招
宴
労
働
」
と
し
て
の
性
格

を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
〔
明
石
一
九
九
〇
、
櫛
木
一
九
九
六
第
五
章
第

一
節
〕
。
延
暦
の
格
は
、
経
営
を
自
立
化
さ
せ
つ
つ
あ
る
個
別
経
営
相
互
の
労
働
力

獲
得
競
争
に
、
か
か
る
慣
行
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
長
屋
王
家
の
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　　第92集2002年2月

表3　二条大路木簡にみえる直轄地生産物と交易入手品

〈直轄地生産物〉

〔現物入手品〕

南園所→葵、芹、椒

南宅→蒸英角豆、大豆、瓜、椿桃子

東宅→藁

網曳司→御蟄

池辺御園司→埴器、大豆

意保御田→瓜

奄智御薗→葺

岡本宅→栗子、和炭、瓜、毛瓜、牛真蕊、青角豆

山代宅→茄子

宇太御厩→義、御箸竹

多太氷所→材

葛野川年魚

筑麻→醤鮎

佐紀瓦（山）司→楮

瓦山→瓦

瓦屋司→黒木、格

越田→柴

1〔交易入手品〕
1

　

i
i
i

i
l

l櫟本三宅→水葱（1束＝2文、24－9）
　

1山背□→阿布□ほか（直稲、29－42）
i
i
i
l

l
‘

　

i
i

〈京内交易入手品〉※交易場所を明記しないものは京外の可能性もある。

西市→細螺（22－10）、真木灰（24－8）

東市→雑、鮮鮒、螺（30－5）

市→米（「自左京職来銭（井）市米直銭帳」24－20）

cf．「東西市継文」（30－6）

※以下交易場所不明。

鮭、古鯖、鴨（22－14）

腹、須須［（29－29）

卿酷（直稲、31－19）

瓜、柿子、梨子、茄子（22－15）

箏子、芥、止己侶　（←「酒屋女物」22－15）

女沓、剋柄刀子（24－37）

高奈波白沙（24－37）

椀形、大盤、片盤、高杯、片培、足附大境、陶大境、洗盤（22－16）、瓶（3H9）

調綿（22－17）

倭胡粉（29－25）

藺笠（29－30）

薦（30－36）

支板（30－37）
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櫛木謙周［長屋王家の消費と流通経済］

よ
う
な
大
規
模
経
営
に
お
い
て
も
労
働
力
確
保
の
上
で
同
様
の
慣
行
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
興
味
深
い
。
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
（
六
四
六
）
三
月
甲
申
条

に
み
え
る
農
作
月
に
あ
た
っ
て
禁
止
の
対
象
と
な
っ
た
「
美
物
」
・
酒
支
給
慣
行
の

現
実
の

あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
な
お
、
片
岡
司
で
は
六
月
初
旬
に

「功
」
の
請
求
が
急
が
れ
て
お
り
（
2
1
－
9
・
1
0
）
、
こ
れ
は
緊
急
に
多
数
の
労
働
力
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
を
よ
く
示
し
て
い
る
〔
森
一
九
九
八
〕
。

　
次
に
後
者
、
す
な
わ
ち
、
長
屋
王
家
で
は
稲
が
収
取
さ
れ
る
御
田
で
も
、
そ
の
稲

は
先
述
し
た
よ
う
に
専
ら
主
家
の
直
接
消
費
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
経
営
に
関
わ
る

人
件
費
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

こ
と
は
、
令
制
官
田
で
は
、
営
料
が
穫
稲
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
期
の
庄
田
経
営
を
示
す
と
さ
れ
る
藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
で
も
、
現
地
の
経
営
で
は

稲
が
労
働
財
源
を
は
じ
め
と
す
る
経
営
費
用
の
基
本
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
大
き
く

異

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
長
屋
王
家
木
簡
よ
り
時
期
が
下
る
史
料
で
あ
る
が
、
同

じ
畿
内
の
田
地
経
営
の
あ
り
方
を
示
す
史
料
と
し
て
対
比
さ
れ
る
。

　
因
に
御
田
・
御
薗
の
み
で
は
な
く
、
長
屋
王
家
で
は
氷
室
の
労
働
に
対
し
て
も
常

布
が
対
価
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
（
H
㎜
）
。
ま
た
、
長
屋
王
家
で
は
、
労
働
力
へ

の
支
払
い
以
外
で
も
、
先
述
し
た
片
岡
か
ら
の
疏
菜
の
交
易
入
手
に
つ
い
て
も
、
銭

で
購
入

さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
営
地
で
使
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
貨
幣
は
常
布
と
銭
で
あ
り
、
稲
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
在
地
の
生
産
関
係
に
密
着
し
た
稲
が
労
働
財
源
、
特
に

労
働
力
に
対
す
る
給
付
と
し
て
の
功
直
に
、
貨
幣
と
し
て
投
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
意
義
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
長
屋
王
家
の
御
田
・
御
薗
の
経
営
に
つ

い
て

は
、
官
田
経
営
と
の
比
較
で
国
司
・
郡
司
の
関
与
を
想
定
す
る
見
解
が
あ
る
が

〔森

一
九
九

八
〕
、
明
証
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
公
権
に
よ
り
雑
徳
を
用
い
る

官
田
経
営
と
、
雇
傭
労
働
に
依
存
す
る
長
屋
王
家
の
御
田
・
御
薗
経
営
と
の
質
的
相

違

を
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
国
司
・
郡
司
等
の
関
与
が
認
め
ら

れ

る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
労
働
財
源
の
運
用
に
関
し
て
は
、
彼
ら
の
占
め
る
位

置
は
小
さ
く
、
主
家
の
直
接
的
関
与
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
長
屋
王
家
の
御
田

・

御
薗
等
の
直
轄
地
経
営
に
あ
た
っ
た
の
が
、
主
家
か
ら
派
遣
さ
れ
た
帳
内
な
ど
で

あ
り
、
人
的
ス
タ
ッ
フ
の
側
面
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
中
央
直
結
の
あ
り
方
が
財

源
運
用
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
次
の
木
簡
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
余
慶
造
始
力
）

　
　
・
○
□
□
□
□
人
功
給
遣
銭
百
十
二
文
　
別
移
務
所
下
総
税
司
田
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
百
常
馬
司
給
　
　
　
二
百
五
十
常
処
々
田
苅

　
　
・
○
史
□
□
進
布
五
百
常
之
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
常
門
部
王
宮
給
　
人
功
充
給
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
－
5
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
下
総
税
司
が
進
め
て
き
た
常
布
の
一
部
が
、
処
々
の
田
刈
の
人

功
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
財
源
の
あ
り
方
は
、
御

田
の
経
営
が
地
域
の
み
の
完
結
し
た
経
営
で
は
な
く
、
王
家
を
媒
介
に
し
た
全
国
的

規
模
で
の
物
流
を
前
提
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　
常
布
の
機
能
が
銭
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
〔
吉
川
一
九
八
四
〕
、

「
中
央
交
易
圏
」
に
お
い
て
銭
流
通
の
前
提
条
件
が
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
官
司
や
諸
家
を
媒
介
と
し
た
求
心
的
な
再
分
配
の
財
政
構
造
の

存
在
が
布
、
後
に
は
銭
の
流
通
を
保
証
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
労
働
力
の

購
入
、
労
働
者
へ
の
給
付
に
関
し
て
動
く
物
品
が
、
当
時
の
商
品
や
貨
幣
の
流
通
を

考
え
る
場
合
に
重
視
す
べ
き
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
点
は
、
次
章
の
米
の
流

通

に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
で
改
め
て
問
題
に
し
た
い
。

②
邸
内
で
の
労
働
と
食
米
支
給

　
長
屋
王
家
の
米
の
消
費
を
考
え
る
場
合
、
量
的
に
は
、
先
述
し
た
供
御
料
的
な
消

費
よ
り
も
、
家
政
機
関
を
構
成
す
る
様
々
な
労
働
力
へ
の
給
付
が
圧
倒
的
に
大
き
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
、
邸
内
で
の
労
働
に
関
わ
る
消
費

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
米
飯
の
支
給
は
、
邸
外
の
部
署
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
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遣

わ
さ
れ
た
帳
内
に
は
、
一
ヶ
月
分
の
食
米
等
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が

（
2
1
1
2
4
ゴ
）
、
そ
れ
に
対
し
て
邸
内
に
お
い
て
は
、
米
支
給
伝
票
に
よ
り
基
本
的
に
は

日
単
位
に
請
求
・
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と

お
り
で
あ
る
。

　
一
人
一
日
の
食
米
支
給
額
を
調
べ
て
み
る
と
、
多
様
性
が
み
ら
れ
る
と
共
に
、
食

米
支
給
額
ご
と
に
あ
る
程
度
共
通
し
た
性
格
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
え
て
く
る
。
表

4
は
、
長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
一
人
一
日
の
食
米
支
給
額
に
つ
い
て
、
人
数
の
比

較
的
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
中
心
に
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
の
点
が
指

1人1日あたりの米支給量表4

総件数 0．5升以下 0．5～1升 1升 1～2升 2升 2升以上

帳内 49 7 1 24 6 6 5

小（少）子 44 20 0 15 1 8 0

政人 23 1 8 2 11 1 0

雇人 33 0 0 5 1 24 3

＊女※1 14 2 2 3 2 ※25 0

尼 7 2 1 0 2 0 2

奴脾 7 3 0 0 3 1 0

仕丁 10 2 0 5 1 2 0

廟 12 2 0 4 2 3 1

画師 6 0 0 3 0 2 1

輔櫨師 5 0 0 1 0 4 0

鋳物師 2 0 0 0 0 0 2

秩師 6 0 0 0 0 6 0

書法模人 5 0 0 1 0 4 0

＊作・造ぷ 11 0 1 0 2 8 3

全体量のみ知られるもので、1人1日あたりの量を推定で割り出したものを含む。

「女」のつく者。

このうち4件は、土師女・土器作女。

「作」「造」のつく者。但し、帳内・雇人・衛士等は除く。また「土器作女」は除く。

※
刻
鵜
絹

摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
①

一
人
二
升
例
が
最
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
因
に
、
表
4
は
全
体
の
件
数
を

　
　
示

す
も
の
で
は
な
い
の
で
、
全
体
の
件
数
で
の
割
合
を
示
す
と
、
一
人
二
升

　
　
（
ゴ
ニ
％
）
、
一
升
（
二
六
％
）
、
○
・
五
升
（
一
五
％
）
、
一
・
五
升
二

　
　
〇
％
）
、
○
・
七
五
升
（
五
％
）
の
順
と
な
る
。
二
升
よ
り
多
い
支
給
例
も
若

　
　
干
み
ら
れ
る
が
（
七
％
）
、
そ
の
中
に
は
一
人
一
日
の
分
か
疑
問
の
も
の
も
あ

　
　
る
。

　
②

雇
人
は
二
升
が
多
く
（
雇
人
全
体
の
七
三
％
）
、
帳
内
な
ど
に
比
し
て
、
支

　
　
給
量

の
ば

ら
つ
き
が
比
較
的
少
な
い
。

　
③

画
師
は
、
工
人
の
中
で
は
二
升
の
割
合
が
低
く
、
一
升
が
半
数
を
占
め
る
が
、

　
　

こ
れ
は
労
働
内
容
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
後
述
す
る
よ
う
に
他
所
か
ら
召
さ
れ

　
　
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
④

鞭
櫨
師
、
秩
師
、
ま
た
「
作
」
「
造
」
の
つ
く
工
人
等
に
は
二
升
の
支
給
例

　
　
が
多
い
。
因
に
表
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
工
人
総
件
数
五
九
件
の
う
ち
二
升

　
　
支
給
例
は
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。

　
⑤

帳
内
は
二
升
よ
り
少
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
で
は
一
升
が
比
較
的
多
い
。

　
⑥

小
子

（少
子
）
は
一
升
な
い
し
そ
れ
以
下
が
多
い
。

　
⑦

女
性
の
多
く
は
二
升
よ
り
少
な
い
が
、
土
師
女
（
土
器
作
女
）
の
よ
う
に
女

　
　
性
で
も
一
人
二
升
の
例
が
あ
る
。

　
ま
ず
①
よ
り
、
一
人
二
升
が
食
米
支
給
の
基
準
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

中
で
も
雇
人
や
工
人
等
の
男
性
肉
体
労
働
者
の
基
本
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
⑤
の
帳
内
な
ど
の
事
務
労
働
者
、
⑥
年
少
者
、
⑦
女
性
で
は
、
そ
れ
よ
り
も

少

な
い
額
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
正
倉
院
文
書
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
造
営
現

場
や

写
経
所
等
の
事
例
と
合
致
す
る
。
成
人
男
性
で
一
升
な
い
し
そ
れ
以
下
の
も
の

は
、
間
食
か
一
時
滞
在
時
の
食
料
の
可
能
性
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
仕
丁
に
つ
い
て
彌
永
貞
三
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
共
同
炊
事
の
場

合
、
計
算
上
一
人
一
日
分
二
升
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
炊
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飯
さ
れ
て
食
料
に
供
せ
ら
れ
る
の
は
一
升
二
合
で
あ
り
、
残
り
の
八
合
は
半
食
残
米

と
さ
れ
て
別
途
現
米
で
支
給
さ
れ
た
〔
彌
永
一
九
八
〇
〕
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

日
々
の
飯
米
支
給
の
実
態
を
示
す
と
思
わ
れ
る
米
支
給
伝
票
で
、
二
升
単
位
の
米
が

一
括
支
給

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
②
の
雇
人
や
④
の
工
人
の
多
く
は
、
食
米
の
給
付
形

態
の
上
か
ら
い
え
ば
、
他
と
比
較
す
れ
ば
労
働
単
位
と
し
て
独
立
性
が
高
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
食
米
二
升
す
べ
て
が
個
々
人
に
給
与
の
一
部
の
よ
う

に
現
米
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
⑦
の
土
師
女
（
土
器
作
女
）
は
四
例
で
あ
る
が
、
女
性
と
し
て
は
例
外
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
二
升
を
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
方
、
遺
物
の
上
で
は
、
木
簡
が

多
数
出
土
し
た
長
屋
王
家
S
D
四
七
五
〇
出
土
の
土
師
器
が
他
と
異
な
る
特
徴
を
共

通

し
て
も
つ
点
が
指
摘
さ
れ
、
土
師
女
に
よ
っ
て
独
自
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
と
関
わ

ら
せ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
〔
玉
田
一
九
九
五
〕
。
こ
の
よ
う
に
、
土
師
器
製
作
工
人

が
長
屋
王
家
に
よ
っ
て
独
自
に
編
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
労
働
形
態
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

上
で

は
独
立
性
が
高
か
っ
た
こ
と
が
食
米
支
給
の
あ
り
方
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

　
た
だ
、
上
記
の
よ
う
な
給
米
額
か
ら
み
た
「
独
立
性
」
は
、
そ
の
労
働
力
の
長
屋

王

家
へ
の
専
属
性
・
従
属
性
如
何
と
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
明
ら
か
に
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
（
召
さ
れ
て
き
た
）
こ
と
を
示
す

画
師
の
よ
う
な
例
が
あ
る
（
1
塒
、
2
3
－
5
）
。
そ
の
一
方
で
は
、
馬
司
に
は
、
馬
甘

（飼
丁
）
や
、
貢
納
馬
の
産
地
の
国
名
を
付
し
て
呼
ば
れ
る
上
番
者
の
よ
う
に
、
長

屋
王

家
、
遡
っ
て
は
高
市
皇
子
宮
に
関
係
の
深
い
労
働
力
も
存
在
す
る
〔
森
一
九

九

七
、
櫛
木
一
九
九
七
〕
。
さ
ら
に
、
工
人
に
つ
い
て
は
、
品
部
・
雑
戸
の
使
役
を

想
定
す
る
東
野
治
之
氏
の
見
解
が
あ
る
と
と
も
に
〔
東
野
一
九
九
四
〕
、
そ
れ
ら
が

長
屋
王
家
に
固
定
的
に
従
属
し
て
い
な
い
あ
り
方
を
重
視
す
る
寺
崎
保
広
氏
の
見
解

も
あ
る
〔
寺
崎
一
九
九
五
〕
。

　
こ
の
よ
う
な
労
働
力
の
所
属
性
と
食
米
支
給
形
態
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
参
考

に
な
る
の
は
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
「
造
瓦
所
解
」
（
四
⊥
二
七
二
）
に
み
え

る
「
恵
美
薗
充
瓦
工
」
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
瓦
工
は
造
東
大
寺
司
造
瓦
所
の
構
成

員
で
あ
る
が
、
「
不
上
」
瓦
工
と
と
も
に
食
料
「
折
留
」
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

造
瓦
所
か
ら
食
料
を
受
け
ず
に
、
「
恵
美
園
」
で
別
途
受
け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

仮

に
彼
が
長
屋
王
家
に
出
仕
し
て
お
れ
ば
、
長
屋
王
家
の
米
飯
支
給
木
簡
に
記
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
米
飯
支
給
木
簡
に
現
れ
る
労
働
力
は
、
養
馬
な
ど
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
と
の
従
属
性
の
強
い
分
野
で
は
専
属
性
の
強
い
技
術
労
働
力
が
み
ら
れ
る
一
方
、

他
か

ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
者
、
政
府
そ
の
他
の
工
房
な
ど
と
の
両
属
の
形
を
と
る
者

も
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
コ
雇
工
」
と
み
え
る
の
は
一
例
、
そ
れ
も
邸

内
で
の
労
働
で
は
な
く
、
後
述
す
る
「
店
」
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
者
が
み
え
る
の

み

で

あ
り
（
2
7
－
1
2
）
、
前
述
の
流
動
的
な
技
術
労
働
力
は
、
必
ず
し
も
雇
工
と
い
う

形
を
と
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
補
助
な
い
し
雑
役
労
働
力
に
は
仕
丁
と
と
も
に
雇
人
が
多
数
み

ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
補
助
労
働
力
の
あ
り
方
は
、
造
東
大
寺
司

な
ど
の
官
営
作
業
場
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
雇
人
の
供
給
源
の
一
つ
に
、
次
の

木
簡
に
み
る
よ
う
に
、
仕
丁
（
噺
丁
）
が
雇
傭
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
点

も
政
府
の
官
営
作
業
場
に
類
似
の
形
態
が
み
ら
れ
る
〔
彌
永
一
九
八
〇
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
（
五
古
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
角

・

四
月
十
二
日
口
口
口
口
海
藻
運
仕
丁
廟
五
人
功
五
文
　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
書
吏
（
以
下
略
）

　
　
・
（
裏
略
。
但
し
「
廟
四
人
四
文
」
の
記
載
あ
り
）
　
　
　
　
　
　
○
（
1
㎜
）

　

こ
の
木
簡
は
、
功
直
が
一
功
‖
一
文
の
公
定
価
値
ど
お
り
の
支
給
が
み
ら
れ
る
点

で

も
注
目
さ
れ
る
が
、
功
直
の
問
題
は
、
次
章
で
物
価
と
の
関
係
で
再
度
触
れ
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
そ
の
他
の
雇
人
の
供
給
源
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
い
が
、

　　
°
。
右
京
職
雇
民
右
二
人
持
草
＋
二
尺
東
人
別
六
尺
束

　
　
　
　
口
口
口

　
　
・
○
　
　
　
霊
亀
元
年
十
一
月
十
九
日
　
廣
嶋
　
　
　
（
2
1
－
2
3
）
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と
記
す
木
簡
が
あ
り
、
長
屋
王
家
で
京
職
の
雇
民
が
使
役
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
一
方
、
二
条
大
路
木
簡
に
も
、

　
　左
京
五
條
進
椀
花
一
斗
八
升
坊
監
中
臣
君
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

功
別
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
小

子
五
人
功
銭
十
五
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
力
）
　
　
　
　
　
　
　
文

　
　
・
　
天
平
八
年
六
月
十
四
日
坊
令
大
初
位
下
刑
部
舎
人
造
園
麻
呂
　
（
2
2
－
1
0
）

と
あ
り
、
京
職
が
小
子
を
雇
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
京
職
に
よ

る
雇
傭
労
働
の
編
成
は
後
の
史
料
に
も
み
え
る
西
、
か
か
る
あ
り
方
が
奈
良
時
代
前

期
に
遡
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
長
屋
王
家
で
は
、
京
職
を
介
し
て
徴

発
さ
れ
た
雇
民
を
使
役
（
借
用
）
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
方
、
次
の
米
支
給
伝
票
に
み
え
る
「
借
子
」
の
存
在
に
も
注
意
し
た
い
。

　
　
・
宇
太
借
子
米
一
升
受
即
　
　
○

　
　
・
　
十
一
月
十
五
日
豊
万
呂
　
○
（
2
3
－
1
2
）

　
「
宇
太
（
宇
陀
）
」
の
地
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
次
の
木

簡
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茄
奉
力
）

　
　
・
○
移
　
奈
良
宮
務
処
　
宇
太
御
□
□
仕
丁
廟
二
口
［
］
分
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
付
長
谷
口
麻
口

　
　
　
　
　
都

　
　
．
。
奉
故
奉
可
給
物
部
口
嶋
　
　
（
‡
）

　

こ
の
木
簡
か
ら
、
宇
太
（
宇
陀
）
郡
に
あ
っ
た
御
口
と
い
う
組
織
に
仕
丁
の
廟
が
い

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
長
屋
王
家
と
宇
陀
の
地
と
の
特
別
の
結
び
つ
き
を
窺
う
こ
と

が
で

き
る
。
借
子
と
は
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
臨
時
に
雇
傭
し
て
き
た
役
丁
で
は
な

か
ろ
う
麺
・

　
以

上
、
邸
内
な
い
し
そ
の
周
辺
で
使
役
さ
れ
た
労
働
力
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て

き
た
。
そ
こ
で
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、
雇
人
の
使
役
と
給
付
の
あ
り
方
で
あ
り
、

流
動
性
の
強
さ
と
裏
腹
に
食
米
支
給
額
の
上
で
の
独
立
性
の
高
さ
が
指
摘
で
き
た
。

技
術
労
働
力
に
つ
い
て
は
、
専
属
性
の
強
い
分
野
と
、
流
動
性
が
高
い
分
野
の
両
方

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
個
々
の
分
野
ご
と
の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

③
輸
送
労
働
力

　
ま
ず
、
長
屋
王
家
で
の
車
の
使
用
に
関
す
る
木
簡
を
以
下
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
常
者
車
借
用

　
θ
　
○
米
運
功
布
十
常
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
確
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遺
六
常
前
遺
一
常
右
七

ω
゜
。
車
借
人
六
。
米
三
升
受
小
牒

　
　
・
○
（
異
筆
記
載
略
）
　
　
十
一
月
廿
二
日
廣
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
令
（
2
1
－
2
3
）

㈲
゜
百
済
郡
璽
車
長
百
済
部
若
末
呂
車
三
転
米
＋
二
斜
上
二
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
十
石

　
　
゜
元
年
＋
月
＋
三
日
田
辺
廣
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
木
造
意
弥
万
呂
（
2
1
－
3
6
）

　
働
に
つ
い
て
は
、
車
長
と
さ
れ
る
百
済
部
若
末
呂
が
車
の
所
有
者
で
、
彼
の
下
に

複
数
の
人
物
が
輸
送
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
〔
舘
野
一
九
九
八
四
〇
頁
〕
。

ま
た
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
難
波
市
で
交
易
さ
れ
た
米
を
運
搬
し
た
も
の
と
解
す

る
見
解
が
あ
る
〔
松
原
一
九
九
八
〕
。

　
　
　
　
（
々
）
　
（
田
力
）

　

国
・
処
口
御
口
口

　
　
・
八
月
十
六
日
充
奈
口

　
　
　
　
十
七
日
車
庸
充
舟
（
2
5
－
1
7
）

　
⑧
゜
声
T
一
輪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
忌
寸
ヵ
）

　
　
　
　
　
　
右
京
人
口
田
万
呂
領
口
口
口
嶋
一
人

　
　
．
口
口
口
六
月
＋
讃
部
弓
張
（
田
也

　
㈲
の

木
簡
は
、
口
田
万
呂
が
文
忌
寸
嶋
一
人
を
領
し
て
（
率
い
て
）
車
に
よ
る
輸

送

に
携
わ
っ
た
こ
と
を
、
神
磯
部
弓
張
が
報
告
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

名
し
て
い
る
神
磯
部
弓
張
は
、
別
に
六
月
十
三
日
の
日
付
を
も
つ
「
上
丁
」
の
語
が

見
え
る
木
簡
に
も
署
名
し
て
お
り
（
2
7
－
1
7
）
、
そ
れ
も
運
輸
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
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表5　都肺氷室からの氷の運搬

　
㈲
・
］
国
相
楽
郡
大
狛
里
人
道
守
臣
末
呂
一
両

　
　
・
［
　
　
　
　
　
　
　
］
（
2
3
－
1
3
）

　
こ
れ
は
車
以
外
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
車
と
す
れ
ば
、

道
守
臣
末
呂
は
輸
送
を
担
当
し
た
者
と
思
わ
れ
る
。

　
㊥

　
功
車
賃
（
1
蹴
）

　
以
上
の

う
ち
、
ω
は
車
借
人
へ
の
米
支
給
伝
票
で
あ
る
が
、
一
口
あ
た
り
の
食
米

は
五
合
と
少
な
く
、
小
子
・
犬
・
女
性
な
ど
の
常
食
を
除
け
ば
、
間
食
の
支
給
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
邸
内
の
恒
常
的
労
働
力
に
対
す
る
支
給
と
は
異
な
る
性
格
が
よ

く
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
長
屋
王
家
で
は
、
邸
宅
外
に
あ
っ
て
車
に

よ
る
運
送
に
携
わ
る
「
車
借
人
」
へ
の
委
託
が
行
わ
れ
、
米
運
功
布
・
車
庸
・
功
車

賃
な
ど
と
表
さ
れ
る
ご
と
く
雇
傭
関
係
が
基
本
で
あ
っ
た
。
運
ん
だ
物
は
米
が
多
く
、

国
よ
り
御
田
と
の
関
係
も
窺
え
る
。
邸
内
労
働
力
の
み
で
は
完
結
し
な
い
長
屋
王
家

の
労
働
力
編
成
の
あ
り
方
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
車
の
所
有
者
を
示
す
可
能
性
の
あ
る
木
簡
と
し
て
、
θ
㈲
㈲
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
、
本
拠
地
は
京
・
山
背
・
摂
津
な
ど
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
想
起
さ

れ

る
の
は
、
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
「
丸
部
足
人
解
」
（
一
四
⊥
二
六
〇
）
で
輸

送
を
担
当
し
た
秦
男
公
が
「
山
代
国
久
世
郡
口
口
郷
戸
主
」
と
み
え
る
こ
と
で
あ
り
、

彼

ら
の
下
に
車
力
が
編
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
聖
武
太
上
天
皇
の
葬

　
　
　
　
　
　
儀

に
関
係
し
た
と
思
わ
れ
る
者
で
、
優
遇
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
も

氷駄給銭［：コ文

充給氷駄銭21文

進（狛）多須万呂

受狛多須万呂

受　多須万呂

の

の

一
つ

に
み
え
る
「
輸
車
戸
頭
」
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年

〔七

五

七
〕
四
月
辛
巳
条
）
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ

い

て

は
、
車
に
よ
る
運
送
に
従
事
す
る
者
〔
小
西
一
九
七
〇
〕
、
輻

車
の
製
作
・
納
入
を
行
っ
た
特
殊
技
能
者
〔
森
田
一
九
八
二
〕
な
ど

の

説
が

あ
る
。
「
輸
車
戸
」
と
い
う
特
殊
技
能
者
が
い
た
徴
証
が
な

い

が
、
葬
列
の
車
が
民
間
か
ら
徴
用
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら

れ

る
。
こ
の
史
料
は
、
畿
内
に
お
け
る
車
製
作
・
所
有
者
階
層
が
品

部
・
雑
戸
の
よ
う
に
国
家
の
直
接
把
握
の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い

こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
輸
送
業
者
」
を
生
み
出
す
背
景

の

一
つ

と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
〔
加
藤
一
九
七

九
〕
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
車
借
と
い
う
用
語
が
奈
良
時
代
初
期
に
ま

で
遡

る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
次

に
、
長
屋
王
家
に
お
け
る
駄
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
都
廊
氷
室

よ
り
氷
を
駄
で
運
ん
だ
記
録
が
存
在
す
る
が
（
2
5
－
2
6
）
、
駄
賃
銭
給

付
の
記
載
よ
り
雇
傭
に
よ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
録
を
表
に

ま
と
め
る
と
表
5
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
複
数
の
月
日
に
わ
た
る
記
録
簡
と
は
別
に
、

Ig
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・
進
上
氷
一
駄
丁
　
阿
倍
色
麻
呂
○

　
　
・
　
九
月
十
六
日
火
三
田
次
　
　
○
（
2
1
－
1
2
）

と
い
う
一
回
の
輸
送
に
対
応
し
た
進
上
簡
も
存
在
す
る
。
こ
こ
に
日
下
に
署
名
し
て

い

る
火
三
田
次
は
、
記
録
簡
の
裏
面
に
も
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
が
名
が
み
え
る
。
彼

は
別
に
氷
室
造
営
に
関
す
る
木
簡
の
日
下
に
も
署
名
し
て
お
り
（
　
9
n
η
　
1
）
、
都
那
氷
室

の

現
地
責
任
者
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
他
に
も
、
柑
の
進
上
木
簡
の
署
名

者

に
も
み
え
（
2
3
－
6
）
、
直
の
カ
バ
ネ
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
2
7
1
1
7
）
。

　
以
上
の

木
簡
で
、
ま
ず
「
丁
」
と
記
さ
れ
る
借
馬
連
万
呂
、
口
田
主
寸
麻
呂
、
阿

倍
色
麻
呂
は
、
駄
を
牽
く
者
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
記
録
簡
の
「
進
氷
」

の
主

体
と
な
っ
て
い
る
、
狛
多
須
万
呂
（
表
面
）
、
他
田
臣
万
呂
（
裏
面
）
は
ど
の

よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
う
ち
狛
多
須
万
呂
は
駄
賃
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
輸
送
の
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
は
七
月
二
日
ま
で
の
責

任
者

で
、
以
後
裏
面
分
は
他
田
万
呂
ほ
か
に
交
替
し
た
ら
し
い
。
裏
面
に
み
え
る
火

三

田
次
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
も
し
仮
に
狛
多
須
万
呂
・
他

田
万
呂
も
火
三
田
次
と
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
長
屋
王
家

の

管
理
労
働
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
く
、
運
送
の
責
任
者
で
は
あ
っ

て

も
、
必
ず
し
も
運
送
業
者
と
は
断
定
で
き
な
い
。
な
お
、
伊
宜
臣
足
嶋
は
彼
ら
と

同
レ
ベ
ル
の
人
物
か
ど
う
か
判
断
が
難
し
い
が
、
カ
バ
ネ
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
留

意
し
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
長
屋
王
家
で
は
片
岡
・
大
庭
か
ら
の
疏
菜
の
運
上
に
も
駄
が
用
い
ら

れ
て

い

る
。
片
岡
か
ら
の
進
上
木
簡
で
は
、
駄
の
ほ
か
に
、
「
持
丁
」
「
持
人
」
の
名

を
記
す
も
の
も
多
い
。
興
味
深
い
の
は
、
男
性
は
駄
と
組
に
な
る
者
が
多
い
の
に
対

し
、
女
性
の
「
持
人
」
は
駄
と
共
に
で
は
な
く
単
独
で
み
え
る
こ
と
で
あ
る
（
1
聡

～
珊
、
n
衡
、
2
1
－
9
、
2
7
－
5
）
。
姓
を
記
さ
な
い
女
性
に
つ
い
て
は
、
奴
蝉
の
可
能

　
　
　
　
1

性
が
高
く
、
そ
の
一
人
で
あ
る
都
夫
良
女
は
木
上
か
ら
の
飯
米
運
上
に
も
携
わ
っ
て

い

る
〔
福
原
一
九
九
五
〕
。
こ
の
よ
う
に
長
屋
王
家
直
属
の
労
働
力
が
運
搬
に
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
駄
と
共
に
み
え
る
男
性
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
進
上
木
簡
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
（
進
上
三
　
　
　
口
匹
各
二
解

　
　
・
片
岡
口
口
口
八
斜
　
　
　
　
　
　
　
駄
四
匹
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
万
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倭
万
呂
○
（
2
7
－
5
）

　
　
・
持
人
木
部
百
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
人

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
斜
を
駄
四
匹
の
み
で
運
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
持
人
と

し
て
名
の
見
え
る
木
部
百
嶋
・
大
万
呂
の
二
人
は
、
駄
と
は
別
に
人
担
で
荷
物
を
運

ん

だ

の

で
は

な
く
、
こ
れ
ら
の
駄
を
牽
い
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、

他

に
「
持
人
」
「
持
丁
」
と
し
て
名
の
見
え
る
男
性
で
、
駄
と
共
に
記
さ
れ
て
い
る

者
も
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
必
ず
し
も
す
べ
て
人
担
で
あ
っ
た
と
は
言
え

な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
木
部
百
嶋
・
大
万
呂
、
木
部
足
人
、
檜
前
連
寸
嶋
な
ど
は
、
進
上
木

簡
の
ほ
か
に
み
え
な
い
の
で
、
長
屋
王
家
側
の
人
物
か
、
駄
に
よ
る
輸
送
を
担
当
し

た
在
地
側
の
人
間
か
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
木
部
姓
者
が
三
名
見
え
る
点
は
注
意
を

要

す
る
。
木
部
は
紀
氏
の
部
民
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
木
上
の
地
名
に
由
来
す

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
者
と
す
れ
ば
片
岡
の
近
く
に
木
上
を
想
定
す
る
説
と
適
合

的
で
あ
る
（
但
し
万
葉
仮
名
の
甲
類
・
乙
類
の
難
が
あ
る
）
〔
岩
本
一
九
九
二
〕
。
前

者
と
み
た
場
合
も
、
平
群
坐
紀
氏
神
社
と
の
関
係
な
ど
か
ら
、
片
岡
の
地
と
の
関
係

は

否
定
で
き
な
い
〔
澤
田
一
九
九
六
〕
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
木
部
姓
者
は
在
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
∀

人
間
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
運
搬
に
用
い
ら
れ
た
駄
馬
を
長
屋
王

家
が
所
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
御
馬
司
」
が
存
在
し
、
「
御

馬
甘
」
「
御
馬
曳
」
も
い
て
（
2
7
－
1
0
ほ
か
）
、
馬
が
飼
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い

が
、
基
本
的
に
は
乗
馬
用
と
思
わ
れ
、
駄
馬
の
多
く
は
雇
傭
に
よ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
木
上
に
も
「
御
馬
司
」
（
　
3
H
η
　
1
）
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
木

上
か

ら
の
米
の
進
上
木
簡
が
多
数
見
え
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
駄
馬
に
よ
る
輸
送
を
示
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す
も
の
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
諸
国
か
ら
の
貢
納
物
で
駄
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
（
米
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廿
力
）

「
上
　
備
前
国
春
口
…
…
口
六
十
六
斜
駄
口
」
と
記
す
削
屑
が
あ
る
（
2
8
－
4
）
。
な
お
、

長
屋
王
家

に
諸
国
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
米
俵
の
規
格
に
特
徴
的
な
一
斜
と
い
う
量
は
、

駄

に
よ
る
輸
送
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
〔
櫛
木

一
九
九
九
b
〕
。

　
以

上
、
畿
内
直
轄
地
等
か
ら
の
物
資
の
輸
送
は
、
基
本
的
に
邸
外
の
雇
傭
労
働
力

に
依
存
す
る
車
・
馬
に
よ
る
輸
送
と
、
奴
蝉
そ
の
他
の
直
属
の
労
働
力
に
依
存
す
る

輸
送
の

二
形
態
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
前
者
の
賃
料
支
払
い
に
は
稲
は
み

ら
れ
ず
、
常
布
や
銭
が
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
の
点
は
先
に
み
た
直
轄
地
で
の
交
易
・

雇
傭
で
の
支
払
い
の
あ
り
方
と
共
通
す
る
。
一
方
、
諸
国
貢
納
物
の
場
合
も
、
米
な

ど
に
は
駄
に
よ
る
輸
送
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
長
屋
王
家

の
消
費
を
支
え
た
物
資
の
輸
送
に
お
い
て
、
王
家
の
外
部
経
済
に
依
存
す
る
割
合
が
、

特

に
車
・
駄
等
の
大
量
輸
送
に
お
い
て
高
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

④
長
屋
王
家
と
交
易

　
長
屋
王
家
が
直
接
交
易
で
入
手
し
た
も
の
（
す
な
わ
ち
諸
国
か
ら
の
交
易
貢
納
物

な
ど
を
除
く
）
は
、
表
1
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
入
手
場
所
を
記
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
市
ヵ
）

は

少

な
い
。
そ
の
中
で
、
市
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
「
口
買
米
」

（
　
5
1
8
　
9
）
と
記
す
削
屑
が
あ
る
が
、
断
片
的
で
あ
り
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
別
に
「
□

四

日
米
交
易
」
な
る
削
屑
も
あ
り
（
2
n
粗
）
、
米
が
交
易
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

　
な
お
、
場
所
を
明
記
し
な
い
購
入
品
で
や
や
目
立
つ
の
は
、
餐
・
油
杯
・
奈
閉
・

既
な
ど
土
器
類
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
長
屋

王
家
の
邸
内
の
労
働
者
に
、
「
土
師
女
」
「
貧
造
女
」
「
奈
閉
作
」
な
ど
が
み
え
（
1

籾
・
鋤
な
ど
）
、
邸
内
で
生
産
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
わ
ざ

わ
ざ
購
入
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
邸
内
生
産
品
は

祭
祀
用

な
ど
非
日
常
的
な
用
途
の
も
の
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
西
、
あ
る
い
は
邸
内

生
産
品
の
使
用
者
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
消
費

の
性
格

に
よ
っ
て
入
手
形
態
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
長
屋
王
家
の
交
易
活
動
に
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
店
」
な
い

し
「
西
店
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
付
札
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
九

十
九
笥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
笥
一
文

　

　
・
十
一
月
四
日
店
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
九
十
九
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
升
一
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（2
1
－
2
9
）

　

　
・
酒
五
斗
直
五
十
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
銭
一
百
冊
九
文

　
他

に
同
類
の
木
簡
と
し
て
、
同
月
五
・
六
・
八
日
の
分
が
み
え
、
同
年
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
ほ
ぼ
連
日
こ
の
よ
う
な
木
簡
が
長
屋
王
家
に
届
け
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
。
他
に
、
西
店
か
ら
米
を
一
〇
石
、
な
い
し
五
石
進
上
し
た
こ
と
を
示
す
も

の

や

（
n
㎜
・
孤
）
、
近
志
呂
（
コ
ノ
シ
ロ
）
と
い
う
魚
を
五
〇
〇
隻
交
易
進
上
し

た
こ
と
を
示
す
木
簡
（
2
5
－
2
6
）
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
木
簡
に
み
え
る
飯
や
酒
は
、
木
簡
の
形
状
が
さ
し
銭
に
つ
け
る
に
ふ
さ

わ
し
い
比
較
的
小
さ
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
記
載
内
容
も
特
に
前
掲
木
簡
の
よ
う

に
購
入
物
品
を
主
体
と
し
た
書
き
方
で
は
な
く
、
売
却
し
て
得
た
銭
を
主
体
と
し
た

書
き
方
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
長
屋
王
家
が
購
入
し
た
物
で
は
な
く
、
逆

に
販
売
し
た
物
と
考
え
ら
れ
る
〔
舘
野
一
九
九
七
〕
。
長
屋
王
家
に
は
広
大
な
御
田

や
諸
国
の
米
が
多
量
に
運
び
込
ま
れ
て
お
り
、
西
店
か
ら
も
長
屋
王
家
に
大
量
の
米

が
進
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
米
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
店
は
隷
・
塵
と
通
ず
る
語
で
、
物
品
の
貯
蔵
・
販
売
を
行
う
施
設
で
あ
る
。
一
般

に
東
西
市
の
そ
れ
を
指
す
が
、
長
屋
王
家
の
場
合
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
令
の
規
定

と
の
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
舘
野
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
東
西
市
の
中
に
あ
っ
た

店
（
隷
）
の
可
能
性
は
低
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
は
、
長
屋
王

家
木
簡
で
は
な
い
が
、
次
の
平
城
京
二
条
条
間
路
北
側
溝
出
土
の
木
簡
で
あ
る
。
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・
　
七
十
二
文

　
　
　
店
口
口
十
六
文

　
　
・
　
市
口
廿
三
文

　
　
　
　
　
合
百
十
一
文
（
3
4
－
2
7
）

　
長
屋
王
家
木
簡
以
外
に
も
「
店
」
の
記
載
が
あ
る
点
で
も
重
要
で
あ
る
が
、
銭
額

の

計
算
は
、
7
2
＋
1
6
＋
2
3
1
1
皿
文
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
「
店
」
分
と
「
市
」
分
が

並
列
的
に
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
店
と
市
と
が
概
念
上
並
列
的
な
存
在
で
あ

っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
長
屋
王
家
の
「
店
」
（
西
店
）
を
拠
点
と
し
た
盛
ん
な
交
易
活
動
、
と
り
わ
け
販

売
活
動
の
存
在
は
、
家
産
経
済
（
オ
イ
コ
ス
経
済
）
と
い
う
語
か
ら
得
ら
れ
る
、
や

や

も
す
れ
ば
自
給
自
足
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
長
屋
王
家
の

家
産
経
済
に
お
け
る
流
通
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
単
に
物
資
購
入
と
い
う
側

面
の
み

で

は
な
く
、
余
剰
物
資
の
販
売
活
動
も
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
点
は
重

要
で
あ
る
。
長
屋
王
家
で
は
米
や
そ
れ
か
ら
作
ら
れ
る
酒
の
み
で
な
く
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
薗
で
生
産
さ
れ
た
疏
菜
類
な
ど
他
の
物
品
に
つ
い
て
も
、
明
証
は
な
い
が

販
売
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
津
力
）

　
な
お
、
肩
野
津
か
ら
の
米
の
進
上
を
示
す
木
簡
や
（
2
7
－
6
）
、
「
符
片
野
□
」
と
記

す
削
屑
の
存
在
（
　
9
1
9
4
　
6
）
か
ら
、
長
屋
王
家
か
ら
の
「
符
」
の
宛
先
（
の
一
部
）
と
し

て

「津
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
物
資
が
集
積
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
関

連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
長
屋
王
の
子
安
宿
王
が
、
難
波
津
に
倉
の
あ
る
家
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
地
は
も
と
長
屋
王
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る
〔
舘
野
一
九
九
八
三
四
三
頁
〕
。
こ
の
よ
う
に
長
屋
王
家
の
物

資
の
集
積
地
で
か
つ
交
易
拠
点
で
あ
っ
た
所
が
、
先
述
の
「
店
」
な
ど
と
は
別
に
、

京
外
に
も
広
範
囲
に
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
皇
親
・
貴
族
層
の
商
行
為
に
つ
い
て
は
、
養
老
雑
令
に
次
の
よ
う
な

規
定
が
あ
る
。

　
　
凡
皇
親
及
五
位
以
上
、
不
・
得
下
遣
二
帳
内
・
資
人
及
家
人
・
奴
脾
等
ハ
定
二
市

　
　
難

興
販
加
其
於
・
市
沽
売
出
挙
、
及
遣
・
人
於
・
外
処
一
貿
易
往
来
者
、
不
・
在

　
　
此
例
↓

　
大
宝
令
の
規
定
は
不
明
で
あ
る
が
、
養
老
令
で
大
き
く
改
訂
し
た
と
考
え
る
根
拠

も
な
い
の
で
、
一
応
同
じ
で
あ
る
と
み
て
お
き
た
い
。
一
方
こ
れ
に
対
応
す
る
唐
令

の

条
文
は
、
開
元
二
五
年
令
（
七
三
七
）
し
か
復
原
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
（
『
唐
令
拾
遺
補
』
）
。

　
　
諸
諸
王
・
公
主
及
官
人
、
不
・
得
下
遣
二
親
事
・
帳
内
・
邑
司
、
奴
客
・
部
曲
等
↓

　
　
在
・
市
騨
一
興
販
、
及
於
・
邸
店
一
沽
売
出
挙
良
其
遣
・
人
於
．
・
外
処
↓
売
買
給
・
家
、

　
　
非
－
商
利
一
者
、
不
・
在
・
此
例
㊤

　

日
唐
両
令
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
共
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
市
で
の
興

販
、
す
な
わ
ち
営
利
行
為
で
あ
る
。
た
だ
詳
し
く
み
る
と
、
禁
止
の
対
象
が
、
日
本

令
が

「市
璋
を
定
め
て
」
の
商
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
唐
令
で
は
「
市
騨
に
在

り
て
」
の
商
行
為
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
一
般
的
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
令

で
は

市
騨
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
絶
つ
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
て
、
唐

令
で
は
市
に
お
け
る
営
利
活
動
一
般
を
禁
止
す
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
ま
た
「
外
処
」
に
お
け
る
売
買
は
両
令
と
も
許
可
さ
れ
て
い
る
が
、
唐
令

に
あ
る
商
利
を
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
と
い
う
条
件
が
日
本
令
で
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。

　
最
も
重
要
な
相
違
は
、
日
本
令
で
は
市
に
お
け
る
沽
売
出
挙
が
容
認
さ
れ
て
い
る

の

に
対
し
て
、
唐
令
で
は
、
市
以
外
の
邸
店
に
お
け
る
沽
売
出
挙
も
禁
止
の
対
象
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
邸
店
は
商
店
を
指
す
騨
舗
と
区
別
さ
れ
、
旅
宿
業
、
飲

食
業
、
倉
庫
業
な
ど
を
営
む
も
の
で
、
邸
は
比
較
的
建
築
規
模
の
大
き
な
も
の
、
店

は
小
さ
な
も
の
を
指
す
〔
日
野
一
九
六
八
二
九
頁
〕
。
日
本
令
で
は
こ
の
用
語
を
取

り
入
れ
な
か
っ
た
が
、
長
屋
王
家
木
簡
な
ど
で
「
店
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
の
で
、
中
国
の
「
店
」
と
の
関
係
が
問
題
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
日
本
令
で
は
貴
族
層
の
市
に
お
け
る
非
営
利
的
な
販
売
・
出
挙
行
為
が
容
認

さ
れ
て
い
る
上
に
、
市
隷
以
外
で
の
商
行
為
も
あ
る
程
度
放
任
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。
長
屋
王
家
の
店
（
西
店
）
で
の
販
売
行
為
も
、
そ
の
よ
う
な
法
の
あ
り
方
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を
背
景
に
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。

　
日
本
で
は
中
国
よ
り
も
貴
族
の
商
業
活
動
へ
の
規
制
が
比
較
的
弱
い
の
は
、
令
制

以
前
か
ら
の
王
権
を
構
成
す
る
王
族
の
家
産
制
が
商
業
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た

伝
統

（秦
大
津
父

と
即
位
前
の
欽
明
天
華
炊
屋
姫
の
海
石
榴
市
飽
な
ど
）
と
無
関

係
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
は
、
九
世
紀
に
問
題
と

な
る
市
人
と
王
臣
家
・
諸
司
と
の
結
託
行
為
（
『
類
聚
三
代
格
』
承
和
元
年
〔
八
三

四
〕
一
二
月
二
二
日
官
符
、
貞
観
六
年
〔
八
六
四
〕
九
月
四
日
官
符
な
ど
）
に
つ
な

が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈲
小
括

　
以

上
、
長
屋
王
家
の
直
轄
地
経
営
、
邸
内
生
産
、
運
輸
活
動
、
交
易
活
動
を
概
観

し
て
き
た
が
、
す
べ
て
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
交
換
経
済
に
依
存
す
る
部
面

が
意
外
に
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
巨
大
な
家
産
経
済
の
消
費
を
支
え
る
上
で
、
自
給

的
な
物
資
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
強
調
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
実
際
に
米
や
疏
菜
を
御
田
・
御
薗
の
直
接
経
営
に
よ
っ
て
入
手
し
、
手
工
業

品
な
ど
を
邸
内
で
完
結
し
て
生
産
し
よ
う
と
す
る
指
向
性
は
確
認
し
う
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
必
要
な
労
働
力
は
、
邸
内
直
属
の
諸
階
層
の
労
働
力

の

み
で

な
く
、
広
く
外
部
の
雇
傭
労
働
力
に
依
存
し
て
い
た
。
こ
れ
は
邸
内
外
を
問

わ

ず
指
摘
で
き
る
重
要
な
特
色
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
財
源
も
、
米
あ
る
い
は
銭
や

布
な
ど
の
「
貨
幣
」
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
邸
内
生
産
品
と
は
別
に
購

入
物
品
も
、
手
工
業
品
を
中
心
に
若
干
見
ら
れ
、
用
途
に
よ
っ
て
入
手
形
態
が
使
い

分
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
「
店
」
な
ど
を
通
し
て
酒
食
の
販
売
が

行
わ

れ
て

い
た

こ
と
も
推
測
さ
れ
、
都
市
的
消
費
に
対
応
し
た
商
業
的
行
為
が
平
城

京
の
初
期
段
階
か
ら
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
よ
う
な
物
品
・
労
働
力
の
広
範
な
流
通
の
様
相
を
、
「
商
品
」

や

「貨
幣
」
の
あ
り
方
を
通
し
て
分
析
し
た
い
。
そ
の
場
合
、
長
屋
王
家
よ
り
も
後

の
時
期
も
見
据
え
て
、
都
市
経
済
の
展
開
と
の
関
係
を
問
題
に
し
た
い
。

②
貨
幣
と
物
価

ω
米
の
流
通

　
長
屋
王
家
木
簡
の
中
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
直
を
米
で
示
し
た
も
の
が
い
く
つ

か
あ
る
。

　
励
・
御
杯
物
直
米
二
升
充
奉
　
　
　
　
○

　　
°
受
古
女
九
月
三
日
椋
垣
忌
寸
。
（
、
6
）

　
　
　
　
　
　
　

受
即

　
ω
　
薪
直
米
三
升
　
　
十
二
月
廿
一
日
稲
虫
書
吏
○
（
　
2
1
1
　
3
）

θ
゜
。
員
方
王
子
米
六
升
［
］

　
　
°
。
薪
直
三
升
受
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

二
月
十
二
日
［
山
（
2
5
－
1
0
）

　
　
　
（
申
請
ヵ
）
　
　
　
　
　
　
受
口
足

国

口
口
若
翁
御
瓜
直
米
四
升
［
　
　
○
（
2
5
－
1
0
］
廣
嶋
）

　
㈲
・
小
子
十
六
口
米
一
斗
六
升
尼
二
口
米
五
升
薪
三
荷
直
○

　
　
・
米
九
升
右
米
三
斗
　
十
二
月
六
日
廣
嶋
　
　
　
　
　
○
（
2
1
－
1
9
）

　
一
般
に
は
、
貨
幣
的
機
能
の
担
い
手
が
穎
稲
か
ら
米
穀
に
変
わ
る
の
は
、
売
券
に

記
す
直
物
の
変
化
な
ど
か
ら
、
平
安
時
代
中
期
以
後
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〔
歌
川

一
九

六
七

五
五

～
五
七
頁
、
栄
原
一
九
九
三
二
八
三
～
四
頁
、
梅
村
一
九
八
九
　
一
九

一

～
二
頁
〕
。
し
か
し
、
奈
良
時
代
か
ら
西
国
で
は
米
が
貨
幣
的
に
流
通
し
た
こ
と

を
想
定
す
る
見
解
も
あ
り
〔
三
上
一
九
九
七
〕
、
上
記
の
長
屋
王
家
木
簡
の
事
例
は

そ
の
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
穎
稲
と
米
と
の
公
定
換
算
率
は
、
周
知
の
通
り
一
束
1
1
五
升
で
あ
る

が
、
稲
と
米
の
価
格
関
係
と
い
う
点
か
ら
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
推
測

し
う
る
史
料
と
し
て
、
長
屋
王
家
木
簡
に
、
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一
斗
直
二
束

　
　
・
直
稲
八
束
　
　
　
　
　
○

　
　
・
口
足
　
　
　
　
　
　
　
　
○
（
2
7
1
1
5
）

と
記
す
も
の
が
あ
る
。
長
屋
王
家
で
は
直
と
し
て
稲
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
一
斗
の
直
を
二
束
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
「
斗
」
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
が
米
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
が
、
も
し
米

で

あ
る
と
す
れ
ば
、
一
束
‖
五
升
の
公
定
換
算
率
が
そ
の
ま
ま
価
格
に
も
反
映
し
て

い

る
こ
と
に
な
る
。
長
屋
王
家
木
簡
以
外
で
、
上
記
の
公
定
換
算
率
が
そ
の
ま
ま
価

格
関
係
と
な
っ
て
い
る
例
は
時
期
が
下
っ
て
も
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
米
が
一
般
的

な
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
穎
稲
の
束
が
貨
幣
の
単
位
と
し
て

米
と
の
間
の
交
換
レ
ー
ト
が
制
度
的
に
存
在
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ

る
〔
櫛
木
一
九
九
九
a
〕
。

　
米
が
一
般
的
な
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
は
、
政
府
に
よ
る

銭
貨
鋳
造
の
停
止
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
要
条
件
に
過
ぎ
な
い
。
よ
り
本
質
的
に
は
、

律
令
制
の
一
元
的
な
再
分
配
の
経
済
運
営
が
、
一
〇
世
紀
後
半
を
画
期
と
し
て
大
き

く
変
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
京
周
辺
に
蓄
積
さ
れ
た
受
領
の
米

を
中
心
と
す
る
富
を
、
政
府
が
必
要
に
応
じ
て
調
達
す
る
シ
ス
テ
ム
に
転
換
す
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
佐
藤
一
九
九
〇
、
中
込
一
九
九
五
〕
。
し
か
し
、
そ
れ
以

前
に
も
米
の
貨
幣
的
流
通
は
、
銭
貨
や
布
な
ど
に
比
す
れ
ば
副
次
的
で
あ
る
が
確
実

に
存
在
し
た
。
八
世
紀
初
頭
の
長
屋
王
家
で
も
、
大
量
の
米
を
集
積
し
、
大
量
に
し

て

多
種
多
様
な
労
働
者
を
そ
れ
に
よ
っ
て
扶
養
し
、
一
部
は
「
店
」
を
通
じ
て
売
却

も
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
米
が
貨
幣
的
に
使
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
米
は
銭
な
ど
と
は
異
な
り
、
政
府
の
定
め
た
価
値
付
与
に
よ
り
貨

幣
的
に
流
通
し
た
と
い
う
よ
り
、
商
品
と
し
て
の
流
通
を
前
提
に
し
て
貨
幣
的
に
使

用
さ
れ
た
側
面
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
商
品
化
の
契

機

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
労
働
力
と
の
交
換
を
重

　
　
　
　
　
（
2
1
）

視
す
べ
き
で
あ
り
、
都
城
制
の
成
立
が
画
期
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
都
城
の
成
立
に
伴
っ
て
、
そ
れ
を
造
営
・
維
持
す
る
莫
大
な
労
働
力
が
全
国
に
求

め

ら
れ
た
。
ま
た
、
都
市
住
民
を
養
う
諸
物
資
を
貢
納
す
る
た
め
の
運
送
労
働
も
全

国
の
民
衆
に
課
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
莫
大
な
数
の
民
衆
が
首
都
と
地
方
を
恒
常
的

に
行
き
来
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
は
こ
の

よ
う
な
上
京
す
る
役
民
の
食
料
対
策
に
腐
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

を
単
に
国
庫
か
ら
の
再
分
配
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
銭
を
媒
介
に
し
た
交
易
に
期
待

し
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
平
城
遷
都
直
後
の
和
銅
六
年
（
七
＝
二
）
に
、

諸
国
の
運
脚
や
役
夫
が
帰
郷
時
に
食
料
が
不
足
す
る
の
で
、
「
豪
富
の
家
」
を
募
っ

て

米
を
売
ら
せ
、
一
年
に
一
〇
〇
石
以
上
を
売
る
者
に
対
し
て
は
（
褒
賞
の
た
め

に
）
奏
聞
さ
せ
て
い
る
（
『
続
日
本
紀
』
同
年
三
月
壬
午
条
）
。
こ
の
よ
う
に
民
間
の

稲
穀
を
役
夫
の
所
持
す
る
銭
に
よ
っ
て
購
入
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
策
は
、
銭
の
普
及

を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
食
料
を
売
買
を
通
じ
て
得
る
関
係
が
形
作
ら
れ
る

と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
自
然
的
に
で
は
な
く
政
策
的
に
形
成
さ
れ
た
も

の

で
は

あ
る
が
、
民
衆
レ
ベ
ル
の
少
額
の
食
料
取
り
引
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
、
銭
と
米
穀
の
流
通
と
い
う
点
か
ら
見
逃
せ
な
い
。
史
料
で
確
認
で
き
る

の
は

八
世
紀
初
頭
か
ら
で
あ
る
が
、
天
武
朝
か
ら
開
始
さ
れ
た
貨
幣
鋳
造
が
藤
原
京

の
造
営
に
関
係
す
る
と
す
れ
ば
、
同
様
の
関
係
は
、
規
模
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

も
う
少
し
遡
っ
て
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
方
、
少
し
後
の
例
で
あ
る
が
、
大
宰
府
か
ら
の
調
綿
の
海
上
輸
送
で
、
そ
れ
に

携
わ
る
労
働
力
で
あ
る
「
水
脚
」
の
食
料
以
外
に
私
物
が
便
乗
輸
送
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
二
年
〔
七
八
三
〕
三
月
二
二
日
官

符
）
。
ま
た
こ
の
官
符
で
は
、
綿
の
代
わ
り
に
米
を
京
ま
で
運
び
、
そ
こ
で
綿
に
交

換
す
る
行
為
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
を
わ
ざ
わ
ざ
挙
げ
て
禁
止
し
て

い

る
の
は
、
運
送
に
直
接
あ
た
る
者
が
商
売
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く

と
も
そ
の
食
用
米
に
名
を
借
り
て
私
米
を
運
送
し
、
そ
れ
を
売
り
さ
ば
い
て
利
益
を

得
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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商
品
と
し
て
の
米
の
流
通
が
、
役
民
へ
の
食
料
給
付
を
め
ぐ
る
関
係
か
ら
発
展
し

て

き
た
こ
と
は
、
右
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
次
の
よ
う
な
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

九
世
紀
の
後
半
の
こ
と
で
あ
る
が
、
大
宰
府
大
野
城
の
衛
卒
の
た
め
の
食
料
米
は
元

来
大
野
城
の
城
庫
に
納
め
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
あ
て
に
し
た
城
庫
周
辺
の
百
姓
が

「逐
・
往
還
之
便
、
求
’
売
買
之
利
一
」
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
食
料
米
を
大
野

城
か

ら
離
れ
て
位
置
す
る
大
宰
府
の
税
庫
に
収
納
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
大
野

城
周
辺
で
は
商
売
が
成
り
立
た
な
く
な
り
荒
廃
し
た
と
い
う
（
『
類
聚
三
代
格
』
貞

観
一
八
年
〔
八
七
六
〕
三
月
二
二
日
官
符
）
。
恐
ら
く
大
野
城
周
辺
の
百
姓
は
、
衛

卒
の
食
料
米
の
納
入
・
運
搬
・
売
却
等
に
関
わ
り
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
利
益
を
得

て

い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
大
野
城
に
限
定
さ

れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
延
喜
左
右
京
式
に
よ
れ
ば
、
京
内
に
お
け
る
役
夫
の
集
住
の
場

と
し
て
、
衛
士
・
仕
丁
等
の
坊
（
ま
ち
）
が
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
の
商
売

は
、
酒
食
を
除
く
ほ
か
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の

上
京
す
る
民
を
対
象
に
し
た
商
売
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
役
夫
の
食
料
に
関
わ
る
売
買
は
、
商
品
流
通
量
か

ら
み
れ
ば
部
分
的
で
あ
ろ
う
が
、
米
が
商
品
化
す
る
契
機
と
し
て
、
一
時
的
で
あ
れ

農
村
か

ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
人
口
が
相
当
量
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
の
意
義

を
重
視
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
都
市
の
形
成
と
商
品
流
通
と
の
関
係
の
こ
の
時
期
に

お
け
る
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

②
布
の
流
通

　
長
屋
王
家
木
簡
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
数
多
い
が
、
常
布
の
広
範
な

流
通
が
実
態
と
し
て
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
常
布

は

営
繕
令
（
計
功
程
条
）
に
一
常
1
1
五
功
の
関
係
で
示
さ
れ
、
賦
役
令
の
歳
役
の
庸

規
定
と
も
連
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
働
力
に
対
す
る
給
付
物

と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
。
実
際
に
長
屋
王
家
で
も
労
働
へ
の
給
付
が
行
わ
れ
て

い
た

こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ

し
て
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
二
月
一
九
日
格
（
賦
役
令
集
解
歳
役
条
所
引
）

に

よ
る
庸
布
の
成
段
規
定
、
『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
二
月
庚
寅
条
に
み
え
る
商
布

成
段
規
定
と
常
布
使
用
禁
止
の
政
策
は
、
和
同
開
珠
の
流
通
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た

め

の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
〔
吉
川
一
九
八
四
〕
。

　
ち
ょ
う
ど
後
者
の
法
令
が
出
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
の
長
屋
王
家
木
簡
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
力
）

　
　
・
「
伊
勢
税
司
」
進
交
易
海
藻
十
口
斤
滑
海
藻
三
百
村
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
カ
）

　
　
・
口
銭
五
十
三
文
遺
布
六
常
和
銅
七
年
六
月
廿
口
日
口
口
連
大
田
（
　
7
1
0
　
2
）

と
記
す
も
の
が
あ
り
、
銭
と
常
布
が
並
ん
で
使
用
さ
れ
、
常
布
か
ら
銭
へ
の
切
り
替

え
が
長
屋
王
家
に
お
い
て
も
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
に
な
っ
て
い

る
。　

一
方
、
調
布
の
規
格
で
あ
る
「
端
」
を
単
位
と
し
た
布
の
使
用
・
流
通
も
み
ら
れ

る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
（
薬
力
）

　
　
・
口
菜
進
出
僧
口
分
　
　
　
　
　
　
　
○

　　．

口
駿
賜
鶏
編
微
麗
日
。
（
　
5
1
C
U
　
1
）

と
み
え
る
の
が
そ
れ
で
、
交
易
に
よ
っ
て
送
っ
て
き
た
布
の
意
か
、
交
易
の
直
と
し

て

送
っ
た
布
の
意
か
決
め
が
た
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
端
布
も
交
易
と
密
接
な
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
端
布
に
は
、

　
　
．
符
少
書
吏
布
甚
端
下
＋
四
端
者
上
髄
黎
二
。

　
　
・
（
裏
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
（
1
脳
）

と
あ
る
よ
う
に
、
上
・
下
の
品
質
に
も
注
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
長
屋
王
家
木
簡
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
布
の
奈
良
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

初
期
の
価
格
水
準
が
わ
か
る
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
買
三
　
　
　
々
別
舟
八
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
5
1
1
　
2
）

　
　

口
布
二
端

　

こ
の
端
あ
た
り
三
八
文
と
い
う
額
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
一
端
の
長
さ

は
、
当
時
は
賦
役
令
（
調
絹
施
条
）
に
よ
っ
て
五
丈
二
尺
で
あ
る
か
ら
、
「
常
」
に
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換
算
す
れ
ば
四
常
に
な
る
。
一
方
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
常
1
1
五
功
で
あ
る
か
ら
、

一
端
1
1
二
〇
功
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
一
功
n
一
文
と
い
う
当
時
の
銭
貨
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

公
定
価
値
を
当
て
は
め
れ
ば
、
一
端
H
二
〇
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

上

記
の
木
簡
は
そ
の
倍
近
い
三
八
文
と
い
う
額
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
は

端
布
と
常
布
の
品
質
の
差
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
品
質
差
を
考
慮

す
る
と
し
て
も
、
公
定
価
値
と
時
価
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
少

し
後
の
時
期
で
あ
る
が
、
同
時
期
の
庸
布
と
調
布
の
価
格
差
を
み
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
。

　
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
　
　
庸
布
一
段
一
七
〇
～
二
〇
〇
文
（
六
⊥
二
七
九
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
－
一
一
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
端
換
算
二
五
五
～
三
〇
〇
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
布
一
端
四
〇
〇
文
（
二
〇
ー
入
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
い
ず
れ
も
新
銭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
＝
一
月
庸
布
一
段
二
五
〇
文
（
一
六
ー
九
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
端
換
算
三
七
五
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
布
一
端
四
五
〇
文
（
一
六
ー
九
三
）

　
同
じ
長
さ
で
価
格
を
比
較
し
て
み
る
と
調
布
の
方
が
高
く
、
品
質
差
を
反
映
し
て

い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
倍
近
く
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
格
差
が
奈
良
時
代
初
期
に
ま

で
遡

る
と
す
れ
ば
、
先
述
の
価
格
差
を
品
質
差
の
み
か
ら
説
明
す
る
の
は
難
し
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
も
う
一
つ
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
公
定
価
値
と
時

価
と
の
間
に
ズ
レ
も
生
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
人
功
は

後
述
す

る
よ
う
に
、
一
功
1
1
一
文
の
公
定
価
値
ど
お
り
の
支
払
い
が
な
さ

れ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
モ
ノ
の
時
価
は
早
く
も
そ
れ
と
の
乖
離
が
生
じ
て
い
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
交
換
手
段
と
し
て
の
和
同
開
弥
の
価
値
が
、
政
府
の
賦
与
し
た
当

初
の
価
値
を
維
持
し
難
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
少
し
後
で
あ
る
が
、

『続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
正
月
丙
子
条
に
銀
一
両
1
1
一
〇
〇
文
と
あ
る
の

が
、
翌
年
二
月
戊
戌
条
に
よ
れ
ば
、
「
市
頭
交
易
、
元
来
定
レ
価
、
比
日
以
後
、
多

不
・
如
・
法
」
と
い
う
こ
と
で
、
銀
一
両
1
1
二
〇
〇
文
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
和

同
開
珠
の
価
値
が
半
分
に
切
り
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は

こ
の
時
に
急
に
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
既
に
以
前
か
ら
あ
る
程
度
進
ん
で
い
た
こ
と

を
先
の
木
簡
は
示
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
端
布
の
物
価
変
動
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
先
に
挙
げ
た
天
平
宝

字
六
年
・
宝
亀
三
年
以
前
の
額
と
し
て
は
、

　
天

平
一
〇
年
（
七
三
八
）
　
　
　
　
一
端
二
〇
〇
文
（
七
ー
一
四
六
、
一
五
七
～

　
　
九
）

　
天

平
宝
字
二
（
七
五
八
）
・
四
年
　
一
端
二
四
〇
～
二
六
〇
文
（
一
四
ー
二
、
二

　
　
九
、
三
三
八
、
一
六
ー
三
〇
〇
等
）

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
養
老
元
年
（
七
一
七
）
一
二
月
二
日
格
（
賦
役
令
集
解
調
絹
施
条
古
記
所
引
）
で

端
布
規
格
が
改
訂
さ
れ
、
一
端
1
1
五
丈
二
尺
か
ら
四
丈
二
尺
（
約
○
・
八
倍
）
と
な

っ

た
が
、
そ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
天
平
「
○
年
の
時
点
で
長
屋
王
家
木
簡
の
時
期
の

約
六
・
五
倍
、
天
平
宝
字
二
～
四
年
で
約
八
・
三
倍
、
前
記
天
平
宝
字
六
年
の
時
点

で
約
一
四
・
七
倍
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
同
じ
繊
維
製
品
で
あ
る
絹
・
施
の
価
格
動
向
に
つ
い
て
も
、
比
較
の
た

め

に
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
長
屋
王
家
木
簡
に
は
、
「
疋
各
九
十
文
」
と
記
す
削

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

屑
が
あ
る
（
2
8
－
3
7
）
。
こ
れ
を
仮
に
絹
ま
た
は
施
の
価
格
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

後
の
時
期
の
価
格
が
こ
の
何
倍
に
な
る
か
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
天

平
一
〇
年
　
　
　
三
七
〇
文
　
　
　
　
　
　
四
・
一
倍

　
天
平
宝
字
二
年
　
　
六
三
八
文
　
　
　
　
　
　
　
七
・
一
倍

　
天
平
宝
字
四
年
　
　
六
二
四
文
　
　
　
　
　
　
　
六
・
九
倍

　
天
平
宝

字
六
年
　
一
〇
一
八
文
　
　
　
　
　
　
二
・
三
倍

　

こ
れ
を
み
れ
ば
、
布
と
絹
・
施
と
は
、
同
じ
繊
維
製
品
と
し
て
、
だ
い
た
い
似
た

価
格
上
昇
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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③
銭
の
流
通

と
功
直
・
米
価
の
相
関
関
係

　
長
屋
王
家
木
簡
か
ら
、
和
同
開
弥
初
鋳
後
一
〇
年
足
ら
ず
経
た
だ
け
で
あ
る
に
も

か
か

わ
ら
ず
、
交
易
や
功
直
の
支
払
い
に
銭
貨
が
か
な
り
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
功
直
を
取
り
上
げ
る
。
栄
原
永
遠
男
氏
が
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
、
和
同
開
弥
の
鋳
造
は
平
城
京
造
営
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
雇
役
役
夫

へ
の

支
払
い
手
段
と
し
て
、
一
功
‖
一
文
の
価
値
が
定
め
ら
れ
て
い
た
〔
栄
原
一

九

九
三
第
一
・
八
章
〕
。
こ
の
点
を
長
屋
王
家
木
簡
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
章
で
触

れ

た
よ
う
に
、
そ
の
価
値
ど
お
り
の
支
払
い
が
な
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
先
に
挙

げ

た
木
簡
の
他
に
も
、
翁
・
釘
・
柏
・
薪
等
の
価
直
と
共
に
「
人
功
一
文
」
と
記
し

た
も
の
が
あ
る
（
2
1
－
2
9
）
。
こ
れ
は
人
数
が
不
明
で
あ
る
が
、
人
功
の
単
位
量
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
奈
良
時
代
初
期
の
平
城
京
で
は
、

ほ
ぼ
公
定
価
値
ど
お
り
の
功
直
支
給
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
因
に
、

そ
の
後
の
単
純
労
働
と
思
わ
れ
る
も
の
の
功
直
の
変
化
を
み
て
お
く
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

　
天
平
六

年
（
七
三
四
）
造
仏
所
作
物
帳
雇
人
　
　
　
　
　
三
～
五
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
⊥
二
六
）

　
天
平
七
・
八
年
頃
　
　
二
条
大
路
木
簡
小
子
　
　
　
　
　
　
　
三
文
（
2
2
－
1
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雇
人
　
　
　
　
　
　
五
文
（
2
4
－
2
1
）

　
天
平
勝
宝
三

年
（
七
五
一
）
　
　
　
　
雇
役
　
　
　
　
　
　
一
二
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
ー
一
八
〇
）

　
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
　
法
華
寺
造
金
堂
所
解
（
足
庭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雇
夫
（
正
丁
）
平
均
＝
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雇
夫
（
少
丁
）
　
五
～
六
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雇
夫
（
小
子
）
　
　
　
四
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
山
バ
ー
二
八
一
二
）

　
天
平
宝
字
六

年
　
造
石
山
寺
所
銭
用
樋
雇
夫
　
　
　
　
平
均
二
文

　
宝

亀
二
年
（
七
七
一
）
　
　
　
　
　
　
雇
夫
　
　
　
　
　
一
五
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（六

ー
二
〇
二
・
二
二
九
、
一
九
ー
一
一
〇
・
一
一
こ

　

こ
の
よ
う
な
功
直
の
長
期
変
動
を
米
価
と
の
相
関
関
係
で
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
ま
ず
、
上
記
の
功
直
と
対
比
で
き
る
時
点
の
米
価
（
複
数
あ
る
年
は
中
間
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

値
）
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
最
後
に
和
銅
四
年
か
ら
の
上
昇
率
を
参

考
ま
で
に
付
し
て
お
い
た
。

　
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
穀
六
升
1
1
一
麺
↓
米
三
升
1
1
一
文

　
　
　
　
　
　
　
↓
米
一
斗
‖
三
・
三
文

　
天
平
元
年
（
七
二
九
）
米
一
石
‖
銀
一
両
（
銀
一
両
1
1
二
〇
〇
廷
）

　
　
　
　
　
　
↓
米
一
斗
1
1

天
平
勝
宝
三

年
（
七
五
こ

天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）

天
平
宝
字
六
年

（同
年
閏
一
二
月

宝
亀
二
・
三
年
（
七
七
一

次
に
、

二
〇
文

五

〇
文

四

五
文

六

〇
文

九

〇
文

〇七八三五六
〇三二六一一
倍倍倍倍倍倍
　）
　　薗

二
月
を
除
く
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
天
平
勝
宝
三
年
・
天
平
宝
字
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
・
八
升
↓
宝
亀
二
年
　
二
・
三
升

　
　
　
　
　
　
　
　
貨
幣
改
鋳
や
政
治
的
混
乱
・
自
然
災
害
な
ど
に
よ
る
米
価
高
騰

が
著

し
か
っ
た
天
平
宝
字
六
年
頃
を
除
け
ば
、
だ
い
た
い
二
～
三
升
の
水
準
で
推
移

　
　
　
（
3
4
）

し
て
お
り
、
大
ま
か
に
み
れ
ば
、
功
直
と
米
価
と
の
平
衡
関
係
が
保
た
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宝
亀
二
・
三
年
の
デ
ー
タ
は
、
功

直
・
米
価
と
も
に
新
銭
で
表
示
さ
れ
た
も
の
を
挙
げ
た
が
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
回

復

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
平
宝
字
六
年
末
か
ら
の
物
価
高
騰
に
よ

る
混
乱
は
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
二
）
六
五
文

　
　
　
　
功
賃
と
米
価
の
相
関
関
係
を
、
雇
夫
一
日
の
労
働
の
功
直
で
買
え
る
米
の

量

に
よ
っ
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
　

　
和
銅
頃
　
三
升
　
↓
　
天
平
期
　
二
升

　
　
二

・

四

升
　
↓
　
天
平
宝
字
六
年

　

こ
れ
を
み
れ
ば
、
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の
事
例
数
が
わ
ず
か
で
あ
る
の
で
、
単
な
る
偶
然
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
興
味
深
い

現
象
と
い
え
よ
う
。

　
既

に
八
世
紀
末
に
は
、
銭
の
み
を
所
持
す
る
「
貧
乏
の
徒
」
が
京
内
に
存
在
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
（
『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
六
年
〔
七
九
七
〕
二
月
甲
申
条
）
、
銭
と
米

と
の
交
換
が
都
市
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
上
記
の
功

直
と
米
価
と
の
平
行
し
た
推
移
を
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
和
雇
に
お
け
る
功
直
は
、
必

ず
し
も
生
活
に
無
関
係
に
政
治
的
強
制
力
に
よ
っ
て
の
み
決
め
ら
れ
た
と
は
い
え
ず
、

近
代
の
賃
金
と
は
同
一
視
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
市
場
関
係
に
左
右
さ

れ

る
側
面
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
同
じ
く
労
働
に
対
す
る
給
付
と

し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
写
経
所
の
布
施
の
支
給
基
準
（
特
に
銭
に
よ
る
も
の
）

が
、
物
価
変
動
と
全
く
関
係
な
く
長
期
に
わ
た
っ
て
一
定
で
あ
る
〔
山
田
一
九
八

七
〕
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
米
価
政
策
が
奈
良
時
代
後
半
に
浮
上
し
て
く
る
の
も
、
米
を
買
っ
て
生
活
す
る
層

が
一
定
規
模
存
在
す
る
当
時
の
都
市
社
会
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。
天

平
宝
字
三
年
の
常
平
倉
の
設
置
が
そ
の
嗜
矢
を
な
す
が
、
そ
れ
を
命
じ
た
勅
で
は
、

京
の

東
西
市
で
諸
国
の
運
脚
が
困
窮
し
て
い
る
さ
ま
を
述
べ
、
そ
の
対
策
と
し
て
諸

国
の
公
癖
稲
を
割
い
て
常
平
倉
を
置
き
、
平
準
署
に
管
理
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
す

な
わ
ち
、
穀
価
の
変
動
を
利
用
し
て
売
買
し
た
利
を
運
脚
の
食
料
等
の
財
源
と
す
る

一
方
で
、
京
中
の
穀
価
調
節
を
も
期
待
し
て
い
る
（
『
続
日
本
紀
』
同
年
五
月
甲
戌

条
）
。
後
者
の
側
面
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
勅
は
米
穀
消
費
人
口
の
増
加
に
よ
り
、

米
穀
価
格
の
安
定
が
政
府
の
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
こ
と
を
示
し

て

い
る
。

　
更
に
こ
の
点
を
、
米
価
が
異
常
に
騰
貴
し
た
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
か
ら
天

平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
の
状
況
か
ら
み
て
み
よ
う
。
天
平
宝
字
七
年
は
不
作
や
貨

幣
改
鋳
の
影
響
な
ど
が
重
な
っ
て
、
米
価
が
急
騰
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、

政
府
は
左
右
京
の
穀
を
安
価
で
放
出
し
て
穀
価
調
整
に
努
め
て
い
る
（
四
月
甲
戌

条
）
。
翌
年
に
は
恵
美
押
勝
の
乱
の
影
響
も
加
わ
っ
て
、
『
続
日
本
紀
』
は
年
末
に

「是
年
、
兵
・
旱
相
伍
、
米
石
千
銭
」
と
記
す
。
そ
し
て
政
権
が
替
わ
っ
た
翌
年
に

は
、
米
価
対
策
が
矢
継
ぎ
早
に
出
さ
れ
て
い
る
。
二
月
に
は
西
海
道
諸
国
の
私
米
運

漕
を
許
可
す
る
一
方
、
京
の
東
西
市
で
左
右
京
の
籾
を
売
ら
せ
て
い
る
。
四
～
六
月

に
も
同
様
の
こ
と
が
み
え
る
が
、
六
月
癸
酉
条
に
は
、
諸
国
の
郡
司
以
下
白
丁
、
諸

司
の
下
級
官
人
・
雑
任
等
で
米
な
ど
を
売
る
者
へ
の
褒
賞
を
決
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
政
策
は
平
安
京
に
も
受
け
継
が
れ
、
無
償
で
穀
物
等
を
分
け
与
え
る

賑
給
と
共
に
社
会
政
策
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
執
り
行
う
機
関
と
し

て

は
、
臨
時
に
常
平
所
（
常
平
司
）
が
置
か
れ
た
が
、
こ
れ
は
先
述
の
奈
良
時
代
の

常
平
倉
と
異
な
っ
て
、
京
に
置
か
れ
た
も
の
で
、
米
穀
高
騰
時
に
安
売
り
を
行
う
機

関
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
米
穀
流
通
政
策
が
展
開
す
る
背
景
と
し
て
、
平
安
京
が
米
の
大
き
な

消
費
地
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
流
通
経
済
の
中
で
米
の
占
め
る
位
置
が
増
大
し
た

と
す
る
鬼
頭
清
明
氏
の
指
摘
〔
鬼
頭
二
〇
〇
〇
第
五
章
第
一
節
〕
、
平
安
京
へ
の
米

の

流
入
量

増
加
の
背
景
に
都
市
人
口
の
増
加
を
み
る
寺
内
浩
氏
の
指
摘
〔
寺
内
一

九
八
九
〕
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
本
稿
で
述
べ

て

き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
都
市
の
食
料
対
策
が
単
な
る
律
令
財
政
の
再
分
配
経

済
の
延
長
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
都
市
住
民
を
対
象
に
、
特
に
個
々
の
取
り
引
き

は

小
口

に
あ
た
る
比
較
的
貧
し
い
民
を
対
象
と
し
て
、
交
換
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ

て

い

た
点
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
都
城
を
中
心
に
米
穀
流
通
が
盛

ん

に
な
る
の
は
、
米
を
も
っ
ぱ
ら
購
入
に
よ
っ
て
入
手
す
る
層
が
多
数
形
成
さ
れ
て

き
た
こ
と
に
よ
る
と
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
典
型
と
し
て
、
延
喜
左
右
京
式
な
ど
に

み

え
る
、
都
城
の
清
掃
や
修
理
そ
の
他
「
公
共
的
」
機
能
維
持
の
た
め
に
調
銭
や
後

銭

に
よ
っ
て
雇
わ
れ
る
民
衆
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
〔
櫛
木
一
九
九
こ
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
掲
げ
た
奈
良
時
代
の
米
価
の
上
昇
率
を
、
前
節
で
み
た
布
・
施

な
ど
の
繊
維
製
品
の
場
合
と
比
べ
て
み
る
と
、
前
者
の
上
昇
率
の
方
が
大
き
い
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
前
者
の
方
が
自
然
災
害
の
直
接
的
な
影
響
を

受
け
や
す
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
そ
れ
が
価
格
の
急
激
な
上
昇
と
い
う
形
で
表
れ
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櫛木謙周［長屋王家の消費と流通経済］

る
こ
と
に
、
食
料
を
外
部
に
依
存
す
る
都
市
の
消
費
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

　
以

上
、
長
屋
王
家
木
簡
の
時
代
か
ら
後
の
展
開
を
、
京
に
お
け
る
米
・
銭
交
換
の

展

開
過
程
の
中
で
概
観
し
た
が
、
米
の
流
通
（
商
品
化
）
の
担
い
手
と
し
て
、
都
市

雇
傭
労
働
力
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
そ
し
て
か
か

る
関
係
が
奈
良
時
代
後
半
に
急
に
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
端
緒
的
形
態
が
長
屋

王
家
木
簡
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
都
城
制
成
立
初
期
の
段
階
に
形
成
さ
れ
た
こ
と

を
重
視
し
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以

上
、
ま
と
ま
り
の
な
い
考
察
に
終
始
し
た
が
、
長
屋
王
家
木
簡
を
主
た
る
素
材

に
、
都
市
に
お
け
る
消
費
と
流
通
に
つ
い
て
、
労
働
力
と
そ
れ
へ
の
給
付
を
媒
介
に

し
て
辿
っ
て
み
た
。
結
論
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
長
屋
王
家
を
結
節
点
と
す
る
物
流

の
奈
良
時
代
初
期
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

巨
大
な
家
産
経
済
体
は
、
他
の
貴
族
と
比
較
し
て
質
的
に
同
じ
か
否
か
が
大
き
な
問

題
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
今
後
の
検
討
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
か
か
る
家

産
経
済
体
が
存
在
し
た
こ
と
の
歴
史
的
評
価
と
し
て
、
本
来
の
意
味
で
い
う
都
市
経

済
の
未
熟
性
を
強
調
す
る
見
瞬
あ
る
い
は
そ
れ
が
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
格

的
な
都
市
経
済
が
展
開
し
た
と
す
る
見
罐
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で

は
、
奈
良
時
代
前
期
か
ら
平
安
期
ま
で
を
連
続
的
に
捉
え
る
視
角
で
分
析
し
た
が
、

連
続
面
と
と
も
に
断
絶
面
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
上
記
の
見
解
の
具
体
的
検

討

と
と
も
に
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
都
市
経
済
と
家
産
経
済
の
関
係

は
、
荘
園
公
領
制
の
時
代
の
都
市
を
考
え
る
上
で
も
中
心
課
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、

古
代
か
ら
の
転
換
過
程
を
具
体
的
に
解
明
す
る
作
業
は
あ
ま
り
進
展
を
み
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
・
二
条
大
路
木
簡
は
、
こ
の
点
の
考
察
に
も
豊
富
な

材
料
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
研
究
を
期
し
て
ひ
と
ま
ず
摺

筆
し
た
い
。

註（
1
）
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
七
号
六
頁
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

（
2
）
　
『
平
城
京
木
簡
』
一
、
一
九
〇
号
木
簡
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

（
3
）
　
『
平
城
京
木
簡
』
二
、
一
七
一
二
号
木
簡
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

（
4
）
　
こ
の
例
は
、
「
直
米
」
を
記
し
て
お
り
、
銭
に
よ
る
購
入
で
な
い
点
、
や
や
異
例
で
あ
る
。
直

　
　
米
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

（
5
）
　
延
喜
民
部
式
上
、
同
宮
内
式
等
参
照
。

（
6
）
　
『
飛
鳥
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
七
号
。

（
7
）
な
お
、
二
条
大
路
木
簡
で
も
、
櫟
本
三
宅
か
ら
水
葱
が
一
束
二
文
で
購
入
さ
れ
て
お
り
、
銭

　
　
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
2
4
－
9
）
。
但
し
山
背
某
所
か
ら
の
進
上
物
に
は
直
稲
が
用
い
ら
れ
て
い
る

　
　
（
2
9
－
4
2
）
。

（
8
）
　
な
お
、
他
に
「
領
」
へ
の
一
ヶ
月
分
の
根
米
支
給
木
簡
も
あ
る
（
2
3
－
7
）
。

（
9
）
　
他
に
「
奈
閉
作
」
は
性
別
不
明
だ
が
、
二
例
と
も
一
人
二
升
と
考
え
ら
れ
る
（
1
襯
、
2
1
－
2
5
）
。

（
1
0
）
　
な
お
、
平
城
宮
東
区
内
裏
北
方
の
S
K
八
二
〇
土
坑
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
、
土
師
女
へ
人

　
　
別
四
斗
五
升
の
月
根
を
支
給
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
が
あ
る
（
『
平
城
宮
木
簡
』
］
、
一
七
六
号
）
。

　
　
こ
の
場
合
、
一
ヶ
月
単
位
の
支
給
で
あ
り
、
ま
た
一
日
あ
た
り
一
升
五
合
と
な
り
、
長
屋
王
家

　
　
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
「
浄
清
所
解
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
一
一
巻
三
五
〇
頁
。

　
　
以
下
＝
⊥
二
五
〇
の
よ
う
に
略
記
）
に
み
え
る
よ
う
に
、
土
師
器
作
手
（
女
性
）
の
単
功
が

　
　
記
載
さ
れ
な
が
ら
、
別
筆
で
出
来
高
払
い
賃
金
が
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
あ
り
、
労

　

働
の
独
立
性
の
更
に
強
い
形
態
が
窺
わ
れ
る
。

（
1
1
）
　
養
馬
が
主
人
へ
の
服
属
を
象
徴
す
る
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
神
功
皇
后

　
　
の
新
羅
征
討
の
話
で
、
新
羅
国
（
王
）
を
「
御
馬
甘
」
（
「
飼
部
」
）
に
定
め
た
と
い
う
記
述
（
『
古

　

事
記
』
仲
哀
天
皇
、
『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
）
に
表
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
延
喜
左
右
京
式
な
ど
。
な
お
、
拙
稿
〔
櫛
木
］
九
八
五
・
一
九
九
一
〕
参
照
。

（
1
3
）
　
な
お
、
「
借
子
」
に
つ
い
て
は
、
他
に
二
条
大
路
木
簡
に
も
、

　
　
　
⑰
◆
蕾
瓦
屋
進
上
借
子
四
人
守
人
足
口
梧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葭
屋
酒
人
（
異
筆
習
書
略
）

　
　
　
　
　
・
（
裏
面
略
。
但
し
天
平
八
年
七
月
六
日
の
年
紀
あ
り
）
（
2
4
－
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
枚
）
十
月
口
銭
百
廿

　
　
　

㈲
・
借
子
五
口
口
　
今
月
廿
四
日
始
口

　
　
　
　
　

［
　
　
］
　
　
十
一
月
上
日
十
三

　
　
　
　
　
’
（
裏
面
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
－
1
9
）

　

な
ど
が
あ
る
。
後
者
は
性
格
が
い
ま
一
つ
明
ら
か
で
な
い
が
、
前
者
は
長
屋
王
家
の
借
子
と
共
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通
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
借
子
」
の
性
格
を
知
る
上
で
、

登
銅
山
跡
出
土
木
簡
も
参
考
に
な
る
。

　
　
・
○
橡
殿
銅
（
中
略
）
天
平
二
年
六
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　

日
置
若
手
　
　
　
語
積
手
　
　
　
凡
海
マ
乙
万
呂

　
　
　
　

借
子
　
日
置
比
叡
　
　
　
弓
削
マ
小
人
　
凡
海
マ
勝
万
呂
　
　
廟

　
　
・
○
大
津
郡
　
下
神
マ
乎
自
止
　
語
マ
豊
田
　
　
日
置
マ
根
手
　
　
噺

　
　
　
　
　
　
　

日
置
百
足
　
三
隅
凡
海
マ
末
呂
　
下
神
マ
根
足

　
　
　
　
　
　
　

日
置
小
廣
　
　
　
凡
海
マ
恵
得
　
凡
海
マ
小
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（合
点
略
）
（
『
木
簡
研
究
』
　
一
九
、

　
裏
面
に
二
〇
名
の
歴
名
が
記
さ
れ
、
　
　
　
　
　
　
「
廟
」

の
点

に
注
目
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、

　
　
凡
役
・
丁
匠
↓
皆
十
人
外
、
給
二
一
人
一
充
二
火
頭
↓

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
火
頭
」
に
つ
い
て
、

し
て
い
る
。

　
ま
た
、
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
二
月
「
六
日
勅
　
　
　
　
　
　
　
に
、

都
城
以
外
の
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
山
口
県
長

凡
海
マ
衰
西

日
置
マ
廣
手

日
置
マ
比
万
呂

矢
田
マ
大
人

凡
海
マ
末
呂

雇
役
丁
に
つ
い
て
の
養
老
賦
役
令
役
丁
匠
条
に
、

　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
義
解

は
「
謂
、
火
頭
者
廟
丁
也
」
と
注
記

一
九

三
頁
。
写
真
に
よ
り
改
変
）

の

注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廟
力
）

　
　
　
（
前
略
）
若
応
・
役
二
匠
丁
一
者
、
国
司
預
点
」
定
匠
丁
へ
以
二
十
丁
一
為
二
火
べ
給
二
廟
一

　
　
　

丁
。
上
・
役
之
日
、
乃
給
二
公
根
↓
還
・
国
之
時
、
当
レ
酬
功
直
っ
（
以
下
略
）

　

と
み
え
、
こ
れ
は
雇
役
の
匠
丁
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
記
の
役
丁
匠
条
に
基
づ
く
こ
と

　
　
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
一
〇
丁
に
一
丁
の
割
合
で
火
頭
1
1
廟
丁
が
付
け
ら
れ
る

　
　
こ
と
が
わ
か
り
、
先
の
木
簡
の
人
数
の
割
合
と
近
似
す
る
。
も
っ
と
も
、
令
の
規
定
は
廟
丁
は

　

匠
丁
一
〇
人
の
内
に
含
ま
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
木
簡
の
記
載
は
一
〇
人
の
内
に
含
ん
で
い
る

　

と
い
う
相
違
が
あ
る
。
こ
の
点
の
疑
念
が
残
る
が
、
上
記
木
簡
の
歴
名
は
雇
役
の
丁
な
い
し
匠

　
　
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

と
こ
ろ
で
、
「
借
子
」
は
大
津
郡
の
二
〇
人
全
体
を
指
す
呼
称
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
字
配
り

　
　
な
ど
か
ら
み
れ
ば
日
置
比
叡
に
か
か
る
注
記
で
あ
ろ
う
（
『
木
簡
研
究
」
一
九
、
一
九
四
頁
の
写

　

真
参
照
）
。
な
お
、
八
木
充
氏
も
「
廟
」
を
雇
役
の
火
頭
に
あ
た
る
者
と
す
る
が
、
「
借
子
」
の

　
　
記
載
は
、
雑
工
以
外
の
白
丁
を
臨
時
に
徴
用
し
た
た
め
の
傍
記
と
す
る
〔
八
木
二
〇
〇
〇
〕
。

　
　
そ
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
雇
役
で
は
上
役
に
あ
た
っ
て
「
番
」
が
組
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

　
　
る
の
で
〔
青
木
一
九
九
二
〕
、
当
初
の
番
に
属
し
て
い
な
い
者
を
借
用
し
て
き
た
臨
時
徴
発
分

　
　
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
後
に
雇
役
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
し
て
み
え
る
客
作

　
　
児
役
〔
瀧
浪
一
九
九
一
〕
と
の
関
係
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
借
子
」

　
　
と
は
、
雇
役
な
い
し
雇
傭
労
働
に
関
係
の
深
い
用
語
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
4
）
　
こ
の
語
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
長
岡
京
木
簡
の
荷
札
に
み
え
る
「
上
人
」
の
記
載
が
挙

　
　
げ
ら
れ
る
が
、
京
へ
の
輸
貢
者
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
『
長
岡
京
木
簡
』
一
〔
解
説
〕
、
九
三
～

　
　
九
六
頁
）
。

（
1
5
）
　
同
様
の
例
と
し
て
、
耳
梨
御
田
司
の
運
搬
に
携
わ
っ
た
脾
間
佐
女
（
2
1
－
9
）
、
山
背
薗
司
の
運

　
　
搬
に
携
わ
っ
た
奴
稲
（
否
）
万
呂
（
1
盟
、
2
5
－
6
）
が
い
る
。
稲
末
（
万
）
呂
は
木
上
か
ら
の
運
上
に

　
　
も
携
わ
っ
て
い
る
（
8
9
1
8
・
8
1
1
）
。
先
述
の
都
夫
良
女
と
共
に
、
複
数
の
部
署
の
運
搬
に
従
事
し
て

　
　
い
る
こ
と
は
、
長
屋
王
家
の
隷
属
労
働
力
と
し
て
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

（
1
6
）
　
木
部
姓
者
は
ほ
か
に
削
屑
に
「
木
部
石
川
十
五
束
」
な
ど
と
記
す
も
の
が
あ
る
が
（
n
3
6
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
性
格
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
7
工
）
　
座
談
会
で
の
田
中
琢
氏
の
発
言
〔
田
中
・
金
関
編
一
九
九
八
二
八
～
二
九
頁
〕
。

（
1
8
）
　
『
大
日
本
古
文
書
』
東
大
寺
文
書
三
、
五
八
八
号
。

（
1
9
）
　
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
即
位
前
紀
。

（
2
0
）
　
『
日
本
書
紀
』
用
明
天
皇
元
年
（
五
八
六
）
五
月
条
。
な
お
、
都
出
比
呂
志
氏
の
指
摘
〔
都
出

　
　
一
九
九
七
〕
を
参
照
。

（
2
1
）
　
以
下
の
点
は
、
以
前
に
仕
丁
・
衛
士
の
資
養
に
関
わ
っ
て
述
べ
た
こ
と
と
や
や
重
複
す
る
が

　
　
〔
櫛
木
一
九
九
六
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
〕
、
米
の
流
通
と
い
う
視
点
か
ら
再
論
し
た
い
。
な
お
、

　
　
三
上
喜
孝
氏
も
同
様
の
視
角
か
ら
庸
米
の
も
つ
意
義
を
中
心
に
詳
論
し
て
い
る
〔
三
上
　
一
九
九

　
　
七
〕
。

（
2
2
）
　
銭
が
流
通
す
る
と
、
布
の
貨
幣
的
流
通
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、
延
喜
大
蔵
式
に
は
、

　
　
僧
侶
に
「
菜
料
直
布
」
と
し
て
端
布
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
み
え
る
。

（
2
3
）
布
な
ど
の
繊
維
製
品
価
格
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
既
に
角
山
幸
洋
氏
の
研
究
が
あ
る
が
〔
角

　
　
山
一
九
六
四
〕
、
奈
良
時
代
初
期
は
空
白
に
な
っ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
こ
の
額
は
決
し
て
非
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
調
の
輸
納
に
つ
い
て
機
能
し
て
い

　
　
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
の
「
山
背
国
愛
宕
郡
出
雲

　
　
郷
雲
上
里
・
雲
下
里
計
帳
」
（
一
⊥
三
二
三
～
三
八
〇
）
で
は
、
調
銭
額
は
一
丁
九
文
と
な
っ
て

　
　
い
る
。
畿
内
の
調
は
半
減
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
般
に
は
一
八
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
〇

　
　
文

と
の
差
異
は
、
養
老
元
年
に
端
の
規
格
が
五
丈
二
尺
か
ら
四
丈
二
尺
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
と

　
　
何

ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
銭
額
と
布
の
長
さ
と
が
比
例
関
係
に
な
ら
ず
、

　
　
ま
た
布
の
規
格
変
更
は
調
額
そ
の
も
の
の
改
訂
で
は
な
い
、
な
ど
の
問
題
が
あ
る
が
）
。
そ
の
こ

　
　
と
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
調
布
の
価
格
変
動
に
も
関
わ
ら
ず
、
租
税
の
代
納
額
と
し
て
は
当

　
　
初
の
価
値
関
係
（
一
常
1
1
五
功
1
1
五
文
）
が
生
き
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
時
価
と
の
間
に
ズ

　
　
レ
を
生
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
五

　
　
年
（
八
七
三
）
］
二
月
一
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
調
施
の
価
格
が
、
調
銭
額
と
乖
離
し
て
い
る
こ

　
　
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。

（
2
5
）
　
天
平
宝
字
六
年
は
物
価
の
急
上
昇
期
に
か
か
る
の
で
〔
喜
田
一
九
三
三
、
角
山
一
九
六
四
〕
、

　
　
同
じ
月
の
史
料
に
よ
る
。

（
2
6
）
施
か
絹
か
不
明
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
に
は
施
と
絹
と
に
大
き
な
価
格
差
は
み
ら
れ
な
い
よ

　
　
う
で
あ
る
〔
原
島
一
九
六
五
、
角
山
一
九
六
五
、
櫛
木
一
九
九
九
a
〕
。
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（
2
7
）
　
典
拠
を
記
さ
な
い
も
の
は
拙
著
〔
櫛
木
一
九
九
九
a
表
3
〕
参
照
。
多
数
の
も
の
は
平
均

　
　
を
出
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
施
の
価
格
で
あ
る
。

（
2
8
）
　
他
に
、
「
三
人
各
充
二
文
」
の
よ
う
に
（
2
8
－
3
7
）
、
一
人
あ
た
り
二
文
が
充
て
ら
れ
て
い
る
よ

　
　
う
な
例
も
あ
る
が
、
削
屑
の
断
片
で
、
功
直
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
の
で
、
参
考
と
す
る
に
止

　
　
め
る
。

（
2
9
）
　
典
拠
は
拙
著
〔
櫛
木
一
九
九
九
a
表
6
〕
参
照
。

（
3
0
）
　
典
拠
に
つ
い
て
は
、
関
根
真
隆
氏
の
表
〔
関
根
一
九
六
九
附
表
一
〕
お
よ
び
拙
著
〔
櫛
木

　
　
一
九
九
九
a
表
5
〕
参
照
。
黒
米
及
び
単
に
米
と
の
み
記
す
も
の
に
よ
っ
た
。

（
3
1
）
　
『
続
日
本
紀
』
和
銅
四
年
五
月
己
未
条
。

（
3
2
）
　
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
二
月
戊
戌
条
。

（
3
3
）
　
天
平
期
に
つ
い
て
は
、
人
功
は
七
・
八
年
頃
、
米
価
は
元
年
の
史
料
で
あ
り
、
時
期
的
ギ
ャ

　
　
ッ
プ
が
あ
る
。
ま
た
、
天
平
元
年
の
米
価
が
時
価
を
示
す
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
の
で
、
参
考

　
　
に
止
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
4
）
　
な
お
、
天
平
宝
字
五
年
の
「
奉
写
一
切
経
所
解
」
に
、
「
人
別
食
米
一
升
二
合
、
功
一
升
五

　
　
合
」
と
す
る
史
料
が
あ
り
（
一
五
ー
五
四
）
、
功
直
額
が
米
で
示
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
但
し
こ
れ
は
コ
雇
人
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
漬
造
雑
菜
」
と
い
う
作
業
内
容
や
食
米
額
か
ら
み

　
　
て
一
般
的
な
雇
人
の
あ
り
方
を
示
す
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
。

（
3
5
）
　
例
え
ば
鬼
頭
清
明
氏
は
、
都
城
に
お
け
る
手
工
業
・
商
業
が
王
族
・
貴
族
の
オ
イ
コ
ス
に
包

　
　
摂
さ
れ
て
お
り
、
独
自
の
基
盤
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
〔
鬼
頭
二
〇
〇
〇
、
特
に

　
　
序
章
〕
。

（
3
6
）
　
例
え
ば
山
中
章
氏
は
、
大
貴
族
の
家
産
経
済
が
排
除
さ
れ
、
宮
外
官
衙
や
宿
所
町
が
形
成
さ

　
　
れ
る
八
世
紀
後
半
の
変
化
に
注
目
す
る
〔
山
中
一
九
九
八
〕
。

引
用
・
参
考
文
献

青
木
和
夫

明
石
一
紀

彌
永
貞
三

岩
本
次
郎

歌
川
　
学

　
究
』

梅
村
　
喬

加
藤
友
康

　

五

］
九
九
二

一
九
九
〇

一
九

八
〇

一
九
九
二

一
九
六
七

古
代
・
中
世
篇

　
　
一
九
八
九

　
　
一
九
七
九

校
倉
圭
旦
房

コ
雇
役
制
の
成
立
」
『
日
本
律
令
国
家
論
孜
』
岩
波
書
店

「
日
本
古
代
家
族
研
究
序
説
」
『
日
本
古
代
の
親
族
関
係
』
吉
川
弘
文
館

「仕
丁
の
研
究
」
『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』
岩
波
書
店

「木
上
と
片
岡
」
『
木
簡
研
究
』
一
四
号

「稲
束
の
制
に
つ
い
て
」
宝
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
『
日
本
社
会
経
済
史
研

吉
川
弘
文
館

『
日
本
古
代
財
政
組
織
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

「
日
本
古
代
に
お
け
る
輸
送
に
関
す
る
一
試
論
」
『
原
始
古
代
社
会
研
究
』

関
西
学
院
大
学
古
代
史
研
究
会
　
一
九
九
五
　
「
長
屋
王
家
木
簡
索
引
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
九
三

　

～
二
九
九

喜
田
新
六
　
一
九
三
三
　
「
奈
良
朝
に
於
け
る
銭
貨
の
価
値
と
流
通
と
に
就
い
て
」
『
史
学
雑
誌
』
四

　
四

編
一
号

鬼
頭
清
明

櫛
木
謙
周

櫛
木
謙
周

櫛
木
謙
周

櫛
木
謙
周

櫛
木
謙
周

　
る
研
究
』

櫛
木
謙
周

小
西
　
徹

二
〇
〇
〇

一
九

八
五

一
九
九
一

］
九
九
六

一
九
九
七

一
九

九
九
a

（科
研
費
報
告
書
）

一
九
九

九
b
　
「
長
屋
王
家
の
経
済
基
盤
と
荷
札
木
簡
」
『
木
簡
研
究
』
一
＝
号

一
九
七
〇
　
「
古
代
運
輸
制
度
の
一
考
察
」
『
関
西
学
院
史
学
』
一
二
号

　
一
九
九
二
　
『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研
究
』
塙
書
房

　
一
九
九
三
　
『
日
本
古
代
銭
貨
流
通
史
の
研
究
』
塙
書
房

一
九
九
〇
　
「
古
代
国
家
徴
税
制
度
の
再
編
」
『
日
本
史
研
究
』
三
三
九
号

一
九

九
六
　
「
七
～
八
世
紀
に
お
け
る
王
臣
家
の
”
初
期
荘
園
”
」
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民

　
　
　
　
　
　
　
　

雄
山
閣
出
版

『古
代
木
簡
と
都
城
の
研
究
』
塙
書
房

「平
安
時
代
京
都
に
お
け
る
力
役
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
八
号

「平
安
京
の
生
活
の
転
換
」
『
近
畿
H
』
（
新
版
古
代
の
日
本
六
）
角
川
書
店

『
日
本
古
代
労
働
力
編
成
の
研
究
』
塙
書
房

「首
都
に
お
け
る
手
工
業
の
展
開
」
『
官
営
工
房
研
究
会
会
報
』
五

　
『
奈
良
・
平
安
時
代
の
都
市
を
中
心
と
し
た
消
費
と
手
工
業
生
産
に
関
す

栄
原
永
遠
男

栄
原
永
遠
男

佐
藤
泰
弘

澤
田
　
浩

　
編

『日
本
古
代
の
国
家
と
祭
儀
』

関
根
真
隆

瀧
浪
貞
子

舘
野
和
己

舘
野
和
己

舘
野
和
己

田
中
琢
・
金
関
恕
編

玉

田
芳
英
　
一
九
九
五

一
九
六
九
　
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

一
九
九
一
　
「
客
作
児
役
の
史
的
意
義
」
『
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研
究
』
思
文
閣
出
版

一
九
九
二
　
「
畿
内
の
ミ
ヤ
ケ
・
ミ
タ
」
『
近
畿
1
』
（
新
版
古
代
の
日
本
五
）
角
川
書
店

一
九
九

七
　
「
長
屋
王
家
の
交
易
活
動
」
『
奈
良
古
代
史
論
集
』
三
集

一
九
九

八
　
『
日
本
古
代
の
交
通
と
社
会
』
塙
書
房

　
　
　
　
一
九
九
八
　
『
都
市
と
工
業
と
流
通
』
（
古
代
史
の
論
点
三
）
小
学
館

　
　
　
　

「長
屋
王
家
の
土
器
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
左
京
二
条
二

坊

二
二
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
』

都
出
比
呂
志

角
山
幸
洋
　
一
九
六
四

角
山
幸
洋
　
一
九
六
五

寺
内
　
浩
　
一
九
八
九

寺
崎
保
広
　
一
九
九
五

東
野
治
之
　
一
九
九
四

中
込
律
子
　
一
九
九
五

原
島
礼
二
　
一
九
六
五

　

二
五
号

日
野
開
三
郎
　
一
九
六
八

福
原
栄
太
郎
　
一
九
九
五

松
原
弘
宣
　
一
九
九
八

三

上
喜
孝
　
一
九
九
七

一
九
九
七
　
「
都
市
の
形
成
と
戦
争
」
『
考
古
学
研
究
』
四
四
巻
二
号

　
　
　

「
八
世
紀
中
葉
の
畿
内
に
お
け
る
物
価
変
動
」
『
千
里
山
論
集
』
二
号

　
　
　

「
八
世
紀
の
織
物
生
産
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
二
八
号

　
　
　

「京
進
米
と
都
城
」
『
史
林
』
七
二
巻
六
号

　
　
　

「古
代
都
市
論
」
『
古
代
四
』
（
岩
波
講
座
日
本
通
史
五
）
岩
波
書
店

　
　
　

「長
屋
王
家
の
木
簡
」
『
書
の
古
代
史
』
岩
波
書
店

　
　
　

「中
世
成
立
期
の
国
家
財
政
構
造
」
『
歴
史
学
研
究
』
六
七
七
号

　
　
　

「
八
世
紀

に
お
け
る
施
布
生
産
の
技
術
史
的
考
察
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
一

　
『
唐
代
邸
店
の
研
究
』

　
「
長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
木
上
に
つ
い
て
」
『
日
本
歴
史
』
五
六
二
号

「古
代

に
お
け
る
難
波
津
と
那
津
・
博
多
津
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
二
号

「庸
制
の
特
質
を
通
じ
て
み
た
古
代
現
物
貨
幣
論
」
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
六
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編

＝
号

森
　
公
章
　
一
九
九
五
　
「
長
屋
王
邸
の
住
人
と
家
政
運
営
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京

　
左
京
二
条
二
坊
・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
』

森
　
公
章
　
一
九
九
七
　
「
王
臣
家
と
馬
」
史
聚
会
編
『
奈
良
平
安
時
代
史
の
諸
相
』
高
科
書
店

森
　
公
章
　
一
九
九
八
　
「
長
屋
王
家
木
簡
と
田
庄
の
経
営
」
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研

　
究
』
上
巻
　
吉
川
弘
文
館

森
田
　
悌
　
一
九
八
二
　
「
古
代
の
車
に
つ
い
て
」
『
解
体
期
律
令
政
治
社
会
史
の
研
究
』
国
書
刊
行

　
会

八
木
　
充

山
田
英
雄

山
中
　
章

吉
川
真
司

吉
田
　
孝

渡
辺
晃
宏

二
〇
〇
〇
　
「
奈
良
時
代
の
銅
の
生
産
と
流
通
」
『
日
本
歴
史
』
六
一
＝
号

一
九

八
七
　
「
写
経
所
の
布
施
に
つ
い
て
」
『
日
本
古
代
史
孜
』
岩
波
書
店

一
九
九
八
　
「
古
代
都
市
の
構
造
と
機
能
」
『
考
古
学
研
究
』
四
五
巻
二
号

一
九

八
四
　
「
常
布
と
調
庸
制
」
『
史
林
』
六
七
巻
四
号

一
九
八
三
　
「
律
令
時
代
の
交
易
」
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店

一
九
九
五
a
　
「
二
条
大
路
木
簡
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
左
京
二
条
二

　
坊
・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
』

渡
辺
晃
宏
　
一
九
九
五
b
　
「
二
条
大
路
木
簡
と
皇
后
宮
」

同
右

〔付
記
〕
な
お
本
稿
は
、
一
九
九
七
・
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研

究
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
都
市
を
中
心
と
し
た
消
費
と
手
工
業
生
産
に
関
す
る
研

究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（京
都
府
立
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
〇
一
年
六
月
八
日
受
理
、
二
〇
〇
一
年
六
月
二
二
日
審
査
終
了
）

32



The　Consumption　of　Prince　Nagaya，s　Household　and　the　Distribution　Economy　in

Ancient　Japan：Money，　Prices　and　the　Organization　of　Labour　Power

KusHIKI　Yoshinori

This　paper　analyzes　through　the　study　of　Prince　Nagaya’s勿oゐ勧η（wooden　tablets　with　inscriptions），

consumed　goods　and　the　form　of　organizing　labour　power　in　his　household．　The　management　of　territories

under　direct　control，　production　in　the　premises，　transportation　activities，　etc．　have　been　investigated　and　it

becomes　apparent　in　all　these　aspects　that　they　surprisingly　depended　on　the　exchange　economy．　It　is

known　as　a　fact　that　enormous　consumption　of　the　family　estate　economy　was　supported　by　selfsufficient

production　of　goods，　but　labour　power　necessary　for　this　activity　depended　not　only　on　the　people　of

various　classes　under　the　direct　control，　but　also　on　externally　employed　labour　power．　This　is　an

important　characteristic　which　can　be　pointed　out　for　the　labour　both　inside　and　outside　of　the　premises．

For　its　economic　resources，　rice，　coins　or　cloth　as　for“moneジwere　widely　used．　Besides　the　goods

produced　in　the　premises，　there　were　some　articles　bought　from　outside，　on　the　other　hand，　it　is　assumed

that　food　and　drink　were　sold　through“shops”．　It　is　generally　regarded　that　commercial　activities　were

incorporated　into　the　family　estate　economy．

　　　For　the　next　step，　certain　articles　such　as　rice　or　cloth　are　taken　up　to　analyze　their　condidons　of

circulation　as“commodities”or“money”．　Investigation　has　been　done　not　only　for　the　period　of　Prince

Nagaya’s沈o姑α〃，　but　also　for　the　development　thereafter．　As　a　result，　the　most　important　facts　were　that

rice　and　cloth　were　the　economic　resources　to　pay　for　the　labour　because　they　were　circulated　as

commodities　or　money　around　urban　areas．　Furthermore，　correlation　between　transitional　changes　of

wages　for　employed　labour　and　rice　price　is　investigated．　As　a　result，　in　an　urban　society　at　that　time，　it　is

supposed　that　there　was　a　kind　of　market　exchange　relation　which　affected　the　two　factors．　And　the

existence　of　this　kind　of　relation　should　be　a　background　of　emergence　of　the　rice　price　policy　for　people　in

urban　communities．
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